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設立趣意書

財団法人鳥取県天神川流域下水道公社設立趣意書

昭和57年 7月 20日

下水道は、生活環境の改善、優れた自然環境の保全、公共用水域の水質の保全等各方面にわ

たる社会的要請にこたえる公共施設で、住民が健康で文化的な生活を営む上において不可欠の

ものであり、その整備は緊急な課題となっている。

このような認識の下に鳥取県及び倉吉市ほか 5 町は一級河川天神川水系及び二級河川橋津川

の流域において天神川流域下水道及び流域関係公共下水道の整備を推進しているところである。

これらの下水道は、昭和58年 4月その一部が供用開始され、本格的な運営管理が行われるこ

とに伴い、これらの下水道の機能を十分に発揮させるため、各種専門技術者の確保、水質監視

の徹底及び汚泥処理処分の円滑化等を図るとともに県と関係市町の連携のとれた維持管理体制

を確立することが急務となっている。

ここに鳥取県及び関係市町は、協力してこれらの課題に対処し、下水道事業の円滑な推進を

図るため財団法人鳥取県天神川流域下水道公社を設立することとした。

この公社は、鳥取県が設置する天神川流域下水道の運転管理に関する業務を受託することを

主たる業務とし、下水道の水質分析等の受託、下水道技術者の養成、下水道技術の調査研究、

下水道知識の普及及び啓発等を行うことにより、県及び関係市町の下水道事業に協力し、もっ

て地域住民の健康で快適な生活環境の向上と公共用水域の水質の保全に寄与しようとするもの

である。
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定 款

公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社定款

目 次

第1章 総則（第１条～第２条）

第2章 目的及び事業（第３条～第４条）

第3章 財産及び会計（第５条～第12条）

第4章 評議員（第13条～第 16条）

第5章 評議員会（第17条～第23条）

第6章 役員（第24条～第 30条）

第7章 理事会（第31条～第 37条）

第8章 定款の変更、合併及び解散等（第38条～42条）

第9章 情報公開及び個人情報の保護等（第43条～第 45条）

第10章 事務局等（第46条～第47条）

第11章 補則（第48条）

第１章 総 則

（名 称）

第１条 この法人は、公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社と称する。

（事務所）

第２条 この法人は、主たる事務所を鳥取県東伯郡湯梨浜町に置く。

第 2章 目的及び事業

（目 的）

第３条 この法人は、天神川流域下水道の維持管理に関する業務を行うとともに、下水道知識

の普及・啓発活動及び下水道技術に関する調査研究等を行い、県及び流域関連市町が実施す

る下水道事業に協力し、もって地域住民の健康で快適な生活環境の向上と公共用水域の水質

保全に寄与することを目的とする。

（事 業）

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 天神川流域下水道の処理施設の運転操作等の維持管理業務に関すること。

(2) 下水道の水質分析等に関すること。

(3) 下水道技術者の養成に関すること。

(4) 下水道技術の調査研究に関すること。

(5) 下水道知識の普及及び啓発等に関すること。

(6) その他前条の目的を達成するために必要な事業。

２ 前項各号の事業については、鳥取県内において行うものとする。
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第３章 財産及び会計

（財産の種別）

第５条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産とする。

２ 基本財産は、この法人の目的である事業を行うため不可欠な財産として理事会で定めたも

のとする。

３ その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

（基本財産の維持処分）

第６条 理事は、基本財産について、適正な維持及び管理に努めるものとする。

２ この法人の事業遂行上、やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようとするとき

及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の決議を得なけ

ればならない。

（財産の管理及び運用）

第７条 この法人の財産の運用管理は、適切かつ効率的に行うものとし、この定款に定めるも

ののほか、理事会の決議により別に定める財務規程によるものとする。

（事業年度）

第８条 この法人の事業年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

（事業計画及び収支予算）

第９条 この法人の事業計画書、収支予算書及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書

類については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経なけれ

ばならない。

２ 前項の書類は、直近の評議員会へ報告するものとする。

３ 前１項の書類を変更する場合も同様とする。

４ 第１項の書類については、理事会の決議を受けたことを証する書類とともに、毎事業年度

の開始の日の前日までに鳥取県知事に提出し、主たる事務所に当該事業年度が終了するまで

の間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

（事業報告及び決算）

第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作

成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、第 1 号及び第

2 号の書類についてはその内容を報告し、第 3 号から第 7 号までの書類については承認を受

けなければならない。

（1） 事業報告

（2） 事業報告の附属明細書

（3） 貸借対照表

（4） 損益計算書（正味財産増減計算書）

（5） 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書

（6） 財産目録

（7） 収支計算書
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２ 前項の書類のほか、次の書類については、理事会が承認したことを証する書類とともに、

毎事業年度終了後３箇月以内に鳥取県知事に提出し、主たる事務所に５年間備え置き、一

般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものと

する。

（1） 監査報告

（2） 理事及び監事並びに評議員の名簿

（3） 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

（4） 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記

載した書類

（公益目的取得財産残額の算定）

第 11 条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48 条の

規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的財産取得残額を算定し、

前条第2項第 4号の書類に記載するものとする。

（会計原則等）

第12条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものと

する。

２ この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める財務規程による

ものとする。

第 4章 評議員

（評議員の定数）

第13条 この法人に、評議員4人以上6人以内を置く。

（評議員の選任及び解任）

第 14 条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下｢一般

法｣という。）第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。

２ 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 各評議員について次のアからカまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の 3 分の

1を超えないものであること。

ア 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

イ 当該評議員と婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

ウ 当該評議員の使用人

エ イ又はウに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産

によって生計を維持しているもの

オ ウ又はエに掲げる者の配偶者

カ イからエまでに掲げる者の3親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にす

るもの

キ ウ又はエに掲げる者の配偶者

ク イからエまでに掲げる者の3親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にす
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るもの

(2) 他の同一の団体（公益法人を除く。）の次のアからエまでに該当する評議員の合計数が

評議員の総数の3分の 1を超えないものであること。

ア 理事

イ 使用人

ウ 当該他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定め

のあるものにあっては、その代表者又は管理人）又は業務を執行する社員である者

エ 次に掲げる団体においてその職員（国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。）

である者

① 国の機関

② 地方公共団体

③ 独立行政法人通則法第2条第 1項に規定する独立行政法人

④ 国立大学法人法第2条第 1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定す

る大学共同利用機関法人

⑤ 地方独立行政法人法第2条第 1項に規定する地方独立行政法人

⑥ 特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、

総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。）又は認可法人（特

別の法律により設置され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人を

いう。）

（評議員の任期）

第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する

定時評議員会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。

２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員

の任期の満了する時までとする。

３ 評議員が任期の満了又は辞任で退任することにより、第13条に定める定数に足りなくなる

ときは、当該評議員は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が評

議員に就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

（評議員に対する報酬等）

第 16 条 評議員に対して、その職務の対価として、評議員会等に出席する１日ごとに 10,200

円を限度として支給することができる。

２ 評議員には、その職務を行うため要する費用の支払いをすることができる。

３ 前 2 項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める評議員及び役員の報酬並び

に費用に関する規程によるものとする。

第 5章 評議員会

（構 成）

第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
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（権 限）

第18条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 評議員、理事及び監事の選任又は解任

(2) 評議員及び理事並びに監事の報酬等の額及び支給の基準

(3) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書の承認

(4) 定款の変更

(5) 残余財産の処分

(6) 基本財産の処分又は除外の承認

(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

（開 催）

第19条 評議員会は、定時評議員会として年 1回毎事業年度終了後３箇月以内に開催するほ

か、必要がある場合に開催する。

（招 集）

第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招

集する。

２ 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会

の招集を請求することができる。

３ 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

（決 議）

第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半

数が出席し、その過半数をもって行う。

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除

く評議員の3分の 2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 定款の変更

(3) 基本財産の処分又は除外の承認

(4) その他法令で定められた事項

３ 評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補ごとに第1項の決議

を行わなければならない。評議員、理事又は監事の候補者の合計数が第13条又は第24条第

1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に

定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

（議事録）

第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

２ 出席した評議員は、前項の議事録に記名押印する。

（評議員会運営規則）

第23条 評議員会の運営に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、評議員会にお

いて定める評議員会運営規則によるものとする。



- 8 -

定 款

第 6章 役 員

（役員の設置）

第24条 この法人に次の役員を置く。

(1) 理事 6人以上10人以内

(2) 監事 2人以内

２ 理事のうち1人を理事長、1人を常務理事とする。

３ 前項の理事長をもって一般法上の代表理事とし、常務理事をもって一般法第197条におい

て準用する一般法第91条第 1項第 2号の業務執行理事とする。

（役員の選任）

第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

２ 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

３ 理事長は常務理事を兼務することができる。

（理事の職務及び権限）

第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行す

る。

２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行

し、常務理事は、理事会において別に定める役員職務権限規程により、この法人の業務を分

担執行する。

３ 理事長及び常務理事は、毎事業年度に 4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行

の状況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）

第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成

する。

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産

の状況の調査をすることができる。

（役員の任期）

第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

２ 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員

会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

４ 理事又は監事が、任期の満了又は辞任で退任することにより、第24条第 1項に定める定

数に足りなくなるときは、当該理事又は監事は任期の満了又は辞任により退任した後も、新

たに選任された者が理事又は監事に就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有

する。

（役員の解任）

第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任す

ることができる。
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(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

（役員に対する報酬等）

第30条 役員に対しては、その職務の対価として評議員会で別に定める役員の報酬等の額及

び支給の基準に従って算出した額を報酬等として支給することができる。

２ 役員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

３ 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める評議員及び役員の報酬並び

に費用に関する規程によるものとする。

第 7章 理事会

（構 成）

第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権 限）

第32条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職

（招 集）

第33条 理事会は、理事長が招集する。

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。

（議 長）

第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

（決 議）

第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が

出席し、その過半数をもって行い、賛否同数のときは議長の裁決するところによる。

２ 前項の場合において、議長は、理事として決議に加わることはできない。

３ 前2項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場

合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記

録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったもの

とみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

（議事録）

第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

２ 理事長（理事長が出席していないときは出席した理事）及び監事は、前項の議事録に記名

押印する。

（理事会運営規則）

第37条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事

会において定める理事会運営規則によるものとする。
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第 8章 定款の変更、合併及び解散等

（定款の変更）

第38条 この定款は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除

く評議員の3分の 2以上の決議を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目

的、第4条第 1項に規定する事業及び第14条に規定する評議員の選任及び解任の方法並び

に第41条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については、変更することができない。

２ 前項の規定にかかわらず、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議

員を除く評議員の4分の3以上の決議を経て、第3条に規定する目的及び第4条第 1項に規

定する事業並びに第14条に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更すること

ができる。

３ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「認定法」という。）第11条

第 1項各号に掲げる事項に係る定款の変更（軽微なものを除く。）をしようとするときは、

その事項の変更につき、鳥取県知事の認定を受けなければならない。

４ 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なくその旨を鳥取県知事に届出なければならない。

（合併等）

第39条 この法人は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除

く評議員の4分の 3以上の決議により、他の一般法上の法人との合併、事業の全部又は一部

の譲渡及び廃止をすることができる。

２ 前項の規定による行為をしようとするときは、あらかじめその旨を鳥取県知事に届出なけ

ればならない。

（解 散）

第40条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他

法令で定められた事由によって解散する。

（公益目的取得財産額の贈与）

第41条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場

合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）において、認定法第30条

第 2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、評議員会の決議を経て、これに相当

する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から１箇月以内に鳥取県に贈

与するものとする。

（残余財産の帰属）

第42条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議を経て、

鳥取県に贈与するものとする。

第 9章 情報公開及び個人情報の保護等

（情報公開）

第43条 この法人は、公正で開かれた活動を促進するため、その活動状況、運営内容、財務

資料等を積極的に公開するものとする。
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２ 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程によるもの

とする。

（個人情報の保護）

第44条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

２ 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報保護規程

による。

（公告の方法）

第 45 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 事務局等

（事務局）

第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

２ 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

３ 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

（書類及び帳票の備え付け）

第47条 事務所には、常に次に掲げる書類及び帳票を備えておかなければならない。

(1) 定款

(2) 評議員、理事及び監事の名簿

(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類

(4) 評議員会及び理事会の議事に関する書類

(5) 財産目録

(6) 役員等の報酬規程

(7) 事業計画書及び収支予算書

(8) 事業報告書及び計算書類等

(9) 監査報告書

(10) その他法令で定める帳簿及び書類

２ 前項各号の書類及び帳票等の閲覧については、法令の定めによるほか、第43条第 2項に

定める情報公開規程によるものとする。

第11章 補 則

（委 任）

第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議

により別に定める。



- 12 -

定 款

（附 則）

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第 1項に定

める公益法人の設立の登記の日から施行する。

２ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第 1項に定める特例民

法法人の解散の登記及び公益法人の設立の登記を行ったときは、これらの登記を行った日が

4月 1日である場合を除き、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を当該日の

属する事業年度（以下「旧事業年度」という。）の末日とし、設立の登記の日を旧事業年度

の翌事業年度の開始の日とする。

３ この法人の登記の日に就任する最初の理事長及び常務理事は 長谷川正敏 とする。
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公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社
評議員会運営規則

（目 的）

第１条 この規則は、公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社定款２３条の規定に基づき、

評議員会の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

（構成等）

第２条 評議員会は、評議員全員をもって構成し、法令に規定する事項及び定款で定めた事項

につき決議する。

（評議員会の種類）

第３条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の２種とし、定時評議員会は、年１回毎

事業年度終了後３箇月以内に開催するものとし、理事長がこれを招集する。

２ 臨時評議員会は、必要がある場合にいつでも開催できるものとし、理事長がこれを招集す

る。

３ 前項の規定にかかわらず、理事長は、評議員から評議員会の目的である事項及び招集の理

由を示して評議員会の招集の請求を受けたときは、遅滞なく評議員会を招集する。

４ 前項の請求をした評議員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、評議員会を招集するこ

とができる。

(1) 請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合

(2) 請求があった日から６週間以内の日を評議員会の開催日とする招集の通知が発せられ

ない場合。

（役員等の出席）

第４条 常勤の理事及び監事は、止むを得ない場合を除き、評議員会に出席しなければならな

い。

２ 評議員会は、必要に応じ、前項以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができ

る。

（招集手続）

第５条 評議員会を取集するには、評議員会の開催の日の１週間前（第３条第３項の規定によ

り評議員が評議員会を招集する場合にあっては５日前）までに、評議員に対して書面でその

通知をしなければならない。

２ 前項に規定する招集通知には、会議の日時、場所及び会議の目的事項を記載しなければな

らない。

３ 前２項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続

きを経ることなく開催することができる。

（議 長）

第６条 評議員会の議長は、開催の都度、その評議員会において出席した評議員の中から選出

する。

（定足数）

第７条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
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（理事等の報告・説明）

第８条 議長は、議題を附議した後、出席理事に対し、当該議題に関する事項の報告又は議案

の説明を求めることができる。

２ 理事は、議長の許可を受けた上で、補助者に報告又は説明をさせることができる。

３ 理事及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場

合には、必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が、評議員会の目的である事

項に関しないものである場合その他法令で定める正当な理由がある場合はこの限りではな

い。

（決議の方法）

第９条 評議員の決議は、議決に加わることができる評議員現在数の過半数が出席し、出席し

た評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。この場合

において、議長は、評議員として議決に加わることはできない。

２ 前項にかかわらず、次に掲げる決議は、議決に加わることができる評議員の３分の２以上

に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 定款の変更

(3) 基本財産の処分又は除外の承認

(4) その他法令で３分の２以上に当たる多数を要する議決事項と定められた事項

３ 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議

員（当該事項について議決に加わることができない者を除く。）の全員が書面又は電磁的記

録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったも

のとみなす。

４ 前３項の決議について、特別の利害関係を有する評議員は議決に加わることはできない。

（議事録の作成）

第10 条 評議員会の議事については、書面をもって議事録を作成しなければならない。

２ 議事録には、議事の経過、結果及びその他法令に定める事項を記載し、出席者した評議員

は、前項の議事録に署名押印する。

（議事録の送付）

第11条 評議員会の招集権者は、欠席した評議員に対して、議事録の写し及び資料を送付して

議事の経過及びその結果を遅滞なく報告するものとする。

（改 廃）

第12条 この規則の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

【附 則】

この規則は、公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社の設立登記の日から適用する。
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公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社
理事会運営規則

（目 的）

第１条 この規則は、公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社定款37条の規定に基づき、理

事会の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

（構成等）

第２条 理事会は、理事全員をもって構成し、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、

理事の職務の執行を監督する。

２ 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなくてはならない。

３ 理事会は、必要に応じ、理事及び監事以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求める

ことができる。

（理事会の種類等）

第３条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の２種とし、通常理事会は、毎年２回定期に開催

する。

２ 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があ

ったとき。

(3) 前号の請求があった日から５日以内に、２週間以内の日を理事会の日とする理事会の

招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

(4) 法令に定めるところにより、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が

招集したとき。

（招集者）

第４条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第２項第３号により理事が招集する場合

は、理事が、同条第２項第４号後段により監事が招集する場合は監事が招集する。

２ 理事長は、前条第２項第２号又は同条第２項第４号前段に該当する場合は、その請求があ

った日から２週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。

３ 理事全員が改選された直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。

（招集手続）

第５条 理事会を招集するときは、理事会の開催の日の１週間前までに、各理事及び各監事に

対して書面でその通知をしなければならない。

２ 前項に規定する招集通知には、会議の日時、場所及び会議の主な目的事項を記載しなけれ

ばならない。

３ 前２項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の

手続きを経ることなく開催することができる。

（議 長）

第６条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

２ 前項にかかわらず、理事長が欠席した場合は又は理事全員が改選された直後の議長は、出
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席した理事の中から選出する。

（定足数）

第７条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

（決議事項）

第８条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書及び収支予算書等、重要な業務執行に関する事項

(2) 評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項

(3) 理事長及び常務理事の選定等に関する事項

(4) 事務局長の任免

(5) 重要な組織の設置、変更及び廃止

(6) 財産・財務に関する事項

(7) その他法令及び定款に定める事項並びに理事会が必要と認める事項

（決議の方法）

第９条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席した理事の

過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において、議

長は、理事として議決に加わることはできない。

２ 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の目的である事項について提案をした場合におい

て、当該提案につき理事（当該事項について議決に加わることができない者を除く。）の全員

が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会

の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

３ 前２項の決議について、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることはできない。

（議事録の作成）

第10条 理事会の議事については、書面（又は電磁的記録）をもって議事録を作成しなければ

ならない。

２ 議事録には、議事の経過、結果及びその他法令に定める事項を記載し、理事長（理事長が

出席していないときは出席した理事）及び監事が記名押印しなければならない。

（議事録の送付）

第11条 理事長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を送付して議事の

経過及びその結果を遅滞なく報告するものとする。

（改 廃）

第12条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。

【附 則】

この規則は、公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社の設立登記の日から施行する。
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評議員及び役員の報酬並びに費用に関する規程

公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社
評議員及び役員の報酬並びに費用に関する規程

（目 的）

第１条 この規程は、公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社（以下「公社」という。）定

款第16条第３項及び第30条第３項の規定に基づき、評議員及び役員の報酬等に関し必要な

事項を定めることを目的とする。

（定義等）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 評議員とは、定款第13条の規定に基づき置かれる者をいう。

(2) 役員とは、理事及び監事をいう。

(3) 常勤役員とは、評議員会で選任された役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする

者をいう。

(4) 非常勤役員とは、常勤役員以外の役員をいう。

(5) 報酬等とは、公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１３号に定める報酬、賞与

及びその他職務遂行の対価をいう。

(6) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費及び手数料等をいう。

（報酬等の支給）

第３条 常勤の役員には、職務執行の対価として報酬を支給する。

２ 常勤役員の報酬は月額とし、給料及び手当とする。

３ 常勤役員に支給する手当の種類は、通勤手当及び期末手当とする。

４ 非常勤監事には、財産の状況等会計監査の実務及び理事の業務執行状況の監査等の職務執

行の対価として、謝礼金を支払う。

５ 非常勤役員及び評議員には、その職務執行の対価として、謝礼金を支払う。ただし、国家

公務員法第２条及び地方公務員法第３条に規定する一般職又は特別職である非常勤役員及び

評議員には支払わない。

（報酬額等の額の決定）

第４条 常勤役員に支給する報酬月額は、別表第１「常勤役員に支給する報酬月額」のとおり

とし、評議員会の決議を得て決めるものとする。

２ 常勤役員に支給する手当の額は、公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社職員給与規程

に定める公社職員の例に準ずるものとする。

３ 前条第４項の非常勤監事に支払う謝礼金の額は、別表第２「非常勤監事に支払う謝礼金の

額」のとおりとし、評議員会の決議を得て、決めるものとする。

４ 前条第５項の非常勤役員及び評議員に支払う謝礼金の額は、別表第３「非常勤役員及び評

議員に支払う謝礼金の額」のとおりとし、評議員会の決議を得て、決めるものとする。

（費用の支払）

第５条 公社は、評議員及び役員がその職務の執行に当たって負担した費用については、これ

を請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては前も

って支払うものとする。
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評議員及び役員の報酬並びに費用に関する規程

２ 評議員及び役員には、評議員会及び理事会出席の都度、交通費を支払う。ただし、評議員

又は役員が国家公務員法第２条及び地方公務員法第３条に規定する一般職又は特別職である

場合は、その者から請求があった場合に限り支払う。

３ 前項に定める交通費の額は、役員及び職員の給与その他の給付に関する規程による。

（報酬の支給方法）

第６条 第３条第２項に定める給料及び手当の支給方法は、役員及び職員の給与その他の給付

に関する規程による。

（退職手当）

第７条 評議員及び役員が任期満了又は退任した場合の退職手当は支給しない。

（公 表）

第８条 公社は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に

関する法律第２０条第１項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

（補 則）

第９条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるもの

とする。

【附 則】

１ この規程は、公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社の設立登記の日から施行する。
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別表第１ 常勤役員に支給する報酬月額（第４条第１項関係）

区 分 報酬月額

理事長 ３４万円までの範囲内

常務理事 ３１万円までの範囲内

別表第２ 非常勤役員に支払う謝礼金の額（第４条第３項関係）

区 分 謝礼金の額 適 要

監事 ３０，０００円／日

までの範囲内

財産の状況等会計監査の実務及び理事の業務執行状況

の監査等を行う者

別表第3 非常勤役員及び評議員に支払う謝礼金の額（第4条第 4項関係）

区 分 謝礼金の額 職務の内容 適 要

理事

監事

評議員

１０，２００円／

日までの範囲内

職務のため、理事会又は

評議員会等に出席した時

国家公務員法第2条及び地方

公務員法第3条に規定する一

般職又は特別職でない者
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役員等権限規程（事務決裁規程）

公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社
役員等権限規程（事務決裁規程）

施行（昭和57年 8月 1日）

改正（平成元年4月 1日）

改正（平成9年 2月 20日）

改正（平成14年 4月 1日）

改正（平成24年 4月 1日）

（目 的）

第１条 この規程は、理事長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定め、もって事務

処理の能率化及び責任の所在の明確化を図ることを目的とする。

（定 義）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。

(1) 決 裁 事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専 決 常時理事長に代わって決裁することをいう。

(3) 専 決 権 者 専決することができる者をいう。

(4) 正当決裁権者 理事長又は専決権者をいう。

(5) 代 決 正当決裁権者が不在の場合に、正当決裁権者に代わって決裁するこ

とをいう。

(6) 代 決 権 者 代行することができる者をいう。

(7) 不 在 出張、疾病その他の事由により決裁することができない状態をいう。

(8) 後 閲 代決した事務をその後において、正当決裁権者の閲覧に供すること

をいう。

（理事長の決裁事項）

第３条 理事長の決裁事項は、別表第 1に掲げるとおりとする。

（専決事項）

第４条 常務理事及び事務局長の専決事項は、別表第2に掲げるとおりとする。

（代 決）

第５条 代決は、次の表の左欄に掲げる正当決裁権者の区分に応じ、それぞれ、当該中欄に掲

げる第1順位者が行い、正当決裁権者及び第１順位者がともに不在のときは、それぞれ、当

該右欄に掲げる第2順位者が行うことができる。

正当決裁権者 第 1 順 位 者 第 2 順 位 者

理 事 長 常務理事 事務局長

常務理事 事務局長 次長

事務局長 次長

（代決の制限）

第６条 代決者は、代決しようとする事務が次の各号の一に該当する場合には、前条の規定に
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役員等権限規程（事務決裁規程）

かかわらず、これを代決することができない。ただし、特に緊急を要するもので、あらかじ

め正当決裁権者の指揮を受けて処理するものについては、この限りでない。

(1) 新たな事業計画に関する事項

(2) 前号に掲げるものを除くほか、重要又は異例と認められる事項

２ 前項ただし書の場合において、正当決裁権者の指揮を受けて処理することができないとき

は、代決者は、上司の指揮を受けて処理することができる。

３ 代決した事項は、代決者において、後閲の印を押し、起案者の責任において遅滞なく正当

決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的または軽易な事項については、こ

の限りでない。

（類推による専決）

第７条 別表第 2 に掲げられていない事項については、当該事務の内容により専決することが

必要であり、かつ、適当であると認められる場合には、同表に掲げられている事項から類推

して専決することができる。

附 則

この規程は、昭和57年 8月 1日から施行する。

附 則

この規程は、平成元年4月 1日から施行する。

附 則

この規程は、平成9年 2月 20日から施行する。

附 則

この規程は、平成14年 4月 1日から施行する。

附 則

この規程は、平成24年 4月 1日から施行する。
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別表第1

理 事 長 の 決 裁 事 項

(1) 業務の総合企画及び運営についての一般方針の決定

(2) 予算の調整

(3) 理事会の招集

(4) 理事会に提出する議案、又は理事会に対する報告

(5) 役員及び職員の任免並び役員の給与の決定

(6) 職員の分限、又は懲戒に係る処分

(7) 資金の借入れ

(8) 1件の金額が7千万円以上の予算執行

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に重要又は異例に属する事項

別表第２

専 決 権 者 専 決 事 項

常 務 理 事 (1) 役員の県外出張命令

(2) 職員の給与の決定

(3) 1件の金額が7千万円未満の予算執行

(4) 役員の県内出張命令及び職員の出張命令

(5) 勘定科目の設定及び変更

(6) 広報

(7) 定例的な収入及び経常的な経費の支出

事 務 局 長 (1) 職員の時間外勤務、特殊勤務命令

(2) 職員に対する休暇の承認

(3) 職員の扶養手当の認定並びに住居手当又は通勤手当に係る確認

および決定

(4) 軽易な申請、通知、照会、回答、報告又は催告

(5) 軽易な事務若しくは事業についての計画又は実施方針の決定

(6) 軽易な検査、調査、報告の受理又は資料の提出の要求

(7) 前各号に掲げるもののほか、軽易なもの



- 23 -

組織規程

公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社組織規程

施行（昭和57年 8月 1日）

改正（平成元年4月 1日）

改正（平成9年 2月 20日）

改正（平成11年 4月 1日）

改正（平成14年 4月 1日）

改正（平成20年 4月 1日）

改正（平成24年 4月 1日）

（総 則）

第１条 公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社（以下「公社」という。）の組織に関しては、

公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社定款に定めるもののほか､この規程の定めるとこ

ろによる。

（組 織）

第２条 事務局に総務班、管理運営班を置く。

（分掌事務）

第３条 事務局各班の分掌事務は、次のとおりとする。

総 務 班

(1) 理事会及び評議員会に関すること。

(2) 定款の変更並びに諸規程の制定及び改廃に関すること。

(3) 文書及び公印に関すること。

(4) 職員の人事、研修、給与及び福利厚生に関すること。

(5) 予算、決算及び経理に関すること。

(6) 事業計画及び事業報告に関すること。

(7) 資産の管理に関すること。

(8) 物品の調達、管理及び処分に関すること。

(9) 庁舎管理に関すること。

(10) 庶務に関すること。

(11) 関係官公署との連絡に関すること。

(12) 下水道事業の啓発等広報に関すること。

(13) 業務の受託、委託等に関すること。

(14) 公用自動車の運転、管理に関すること。

(15) その他、他係の主管に属しない事務に関すること。

管 理 運 営 班

(1) 幹線管きょ（計測施設を含む。）の施設管理に関すること。

(2) 管きょ及び機械の小規模補修に関すること。

(3) 中央操作室の運転操作及び保守点検に関すること。

(4) 水処理施設の運転操作及び保守点検に関すること。
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(5) 汚泥処理施設の運転操作及び保守点検に関すること。

(6) 汚泥､スクリーンかす等の処分に関すること。

(7) 処理場内における水量の測定に関すること。

(8) 接続箇所における流入水量の測定に関すること。

(9) 施設運転に係る調査及び研究並びに統計資料の整理、作成及び保管に関すること。

(10) 下水道技術者の研修に関すること。

(11) 下水道技術の調査研究に関すること。

(12) 流入水、放流水その他処理場内における水質分析に関すること。

(13) 接続箇所における流入水の水質分析に関すること。

(14) 汚泥の分析に関すること。

(15) 発生ガスの分析に関すること。

(16) 水質分析等に係る調査及び研究並びに統計資料の整理、作成及び保管に関すること。

(17) 水質分析等に係る機械、薬品等の管理に関すること。

（職 員）

第４条 事務局に事務局長、参事、次長、主幹、副主幹、主事、技師、その他の職員を置く。

２ 事務局長は、理事長及び常務理事の監督のもとにすべての業務を掌握し、職員を指揮監督

する。

３ 参事は、事務局長を助け、局務に従事し、局長に事故等がある場合は、その職務を代行す

る。

４ 次長は、上司の命を受け、重要な局務の業務を掌理する。

５ 主幹及び副主幹は、上司の命を受け、班務の分掌業務を処理する。

６ 主事、技師及びその他の職員は、上司の命を受けて担当業務に従事する。

(臨時職員)

第４条の２ 理事長は必要に応じて臨時の職員を置くことができる。

(職員の事務分担)

第５条 職員の事務分担は、事務局長が定め、その都度理事長に報告しなければならない。

（委 任）

第６条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、理事長が別に

定める。

附 則

この規程は、昭和57年 8月 1日から施行する。

附 則

この規程は、平成元年4月 1日から施行する。

附 則

この規程は、平成9年 2月 20日から施行する。
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附 則

この規程は、平成11年 4月 1日から施行する。

附 則

この規程は、平成20年 4月 1日から施行する。

附 則

この規程は、平成24年 4月 1日から施行する。
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処務規程

公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社処務規程

施行（昭和57年 8月 1日）

（目 的）

第１条 この規程は、別に定めるもののほか、公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社（以

下「公社」という。）の処務に関して必要な事項を定めることを目的とする。

（常勤役員の勤務等）

第２条 常勤役員の勤務、任免、懲戒、保健衛生及び災害補償については、公社職員就業規則

の規定の例によるものとする。

（役員及び職員の任免発令方法等）

第３条 役員及び職員の任免に係る発令の方法、発令の形式、その他発令に関しては、鳥取県

の職員の任免発令の例によるものとする。

（文書事務）

第４条 文書事務の処理については、鳥取県の文書事務処理の例によるものとする。

（事務引継）

第５条 理事長が更迭した場合においては、前任者は、退職の日から 30 日以内に事務引継書を

作成し、後任者に引き継がなければならない。

２ 前項の場合において、特別の事情により後任者に引き継ぐことができないときは、あらか

じめ理事長が指定した理事にこれを引き継がなければならない。この場合において、理事長

が指定した理事は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任

者に引き継がなければならない。

３ 常勤の理事が更迭した場合においては、前任者は速やかに事務引継書を作成し、後任者に

引き継がなければならない。

４ 前項に規定する事務引継が完了したときは、前任及び後任の理事は、事務引継書を添付の

うえ、連署をもってその状況を理事長に報告しなければならない。

５ 前 2 項の規定は、事務局長及び出納員に更迭があった場合に準用する。

附 則

この規程は、昭和57年 8月 1日から施行する。
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公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社社印規程

施行（昭和57年 8月 1日）

（目 的）

第１条 この規程は、公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社（以下「公社」という。）の社

印に関して必要な事項を定めることを目的とする。

（定 義）

第２条 この規程において、社印とは、公社において発行または受理する文書、証拠書類等に

押印して公社に対し、直接または間接に権利義務を発生させる証とするものをいう。

（社印の種類等）

第３条 社印の種類、ひな形および大きさは、別表のとおりとする。

（管 守 者）

第４条 社印は、事務局長が常に堅固な容器に納め、施錠して管守する。ただし、小切手、手

形等に使用する出納員の印については、出納員が管守するものとする。

（印 鑑 簿）

第５条 事務局長は、印鑑簿（第 1 号様式）を備え、常に社印を登録しておかなければならな

い。

（社印の改刻）

第６条 事務局長または出納員は、その管守に係る社印を改刻しようとするときは、理事長の

承認を受けなければならない。

（社印の使用）

第７条 社印（小切手、手形等に併用する出納印の印を除く。）を使用しようとするときは、押

印を要する文書に決裁済の当該起案文書を添えて、事務局長に提示し、承認を受けなければ

ならない。

２ 社印は、朱肉を用い、各所定の場所に押印しなければならない。ただし、納付書その他枚

数多量のため取り扱いに手数を要するものは、理事長の承認を得て、社印を印刷に附したも

のを使用することができる。

（社印の事故届）

第８条 事務局長または出納員は、その管守に係る社印を亡失、き損し、その他社印に事故が

発生したときは、すみやかに社印事故届（第 2 号様式）を理事長に提出し、その指示を受け

なければならない。

附 則

この規程は、昭和57年 8月 1日から施行する。
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別 表

社印の種類 ひ な 形 大 き さ

公 社 印

理 事 長 印

事務局長印

出 納 員 印

公益財団法人

鳥取県天神

川流域下水

道 公 社 印

公益財団法人

鳥 取 県 天

神 川 流 域

下 水 道 公

社理事長印

公益財団法人

鳥取県天神

川流域下水

道公社事務

局 長 印

公益財団法人

鳥 取 県 天

神 川 流 域

下 水 道 公

社出納員印

28ミリメートル平方

28ミリメートル平方

21ミリメートル平方

18ミリメートル平方
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第１号様式

印 影 登 録 番 号 第 号

種 類

大 き さ

登 録 年 月 日 年 月 日

登 録 抹 消

年 月 日 年 月 日

第２号様式

社 印 事 故 届

年 月 日

公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社

理事長 殿

管守者 職 氏 名 印

１ 社印の種類

２ 事故発生の年月日

３ 事故の内容

４ 事故処理のてんまつ

５ その他必要事項
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公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社財務規程

施行（昭和57年 8月 1日）

改正（平成11年 4月 1日）

改正（平成15年 4月 1日）

改正（平成15年 5月 1日）

改正（平成30年 4月 1日）

目 次

第１章 総 則（第1条－第6条）

第２章 予 算（第7条－第10条）

第３章 勘定科目及び帳簿（第11条－第13条）

第４章 収入及び支出

第1節 収 入（第14条－第15条）

第2節 支 出（第15の 2－第23条）

第3節 振 替（第24条）

第4節 預金利息（第25条）

第5節 預 り 金（第26条）

第5章 物 品

第１節 通 則（第31条－第32条）

第2節 物品の調達（第33条－第34条）

第3節 出 納（第35条－第37条）

第4節 保 管（第38条－第39条）

第5節 点 検（第40条－第 41条）

第6章 固定資産

第1節 通 則（第42条）

第2節 取 得（第43条－第44条）

第3節 保存整理（第45条－第46条）

第4節 減価償却の方法（第48条）

第7章 決 算（第49条－第51条）

第8章 契 約（第52条）

第9章 雑 則（第53条－第54条）
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第１章 総 則

（趣 旨）

第１条 公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社（以下「公社」という。）の会計に関しては

別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

（会計経理の基準）

第２条 この公社の会計は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減並び

に収益及び費用を、その発生の事実に基づいて計上し、法令、定款及び本規程に定めるほか、

「公益法人会計基準」（平成 20年４月 11 日 平成 21 年 10 月 16 日改正 内閣府公益認定等

委員会）（以下、「平成 20 年基準」という。）等の一般に公正妥当と認められる公益法人会計

の基準に準拠して処理するものとする。

２ 経理は、正規の簿記の原則に従って整然かつ明瞭に記録しなければならない。

（年度所属区分）

第３条 この公社の資産及び負債の増減及び異動並びに収入及び支出の区分は、その原因であ

る事実の発生した日に属する会計年度による。ただし、これにより難い場合においては、そ

の原因である事実を確認した日の属する会計年度による。

（会計単位）

第４条 会計は、公益目的事業会計及びと法人会計に区分して行うものとする。

（会計職員）

第５条 公社の出納事務をつかさどらせるため、事務局に出納員を置く。

２ 出納員の事務を補助させるため会計員を置くことができる。

３ 出納員又は会計員は、理事長が任命する。

４ 出納員に事故があるとき、又は欠けたときは理事長があらかじめ指定した会計員がその職

務を代理する。

（出納取扱金融機関）

第６条 理事長は、公社の出納事務の一部を取り扱わせるため出納取扱金融機関（以下「出納

取扱店」という。）を指定する。

第２章 予 算

（予算の基準）

第７条 予算は、毎事業年度における事業計画の大綱並びにこれらに関する収入及び支出を定

めるものとする。

２ 予算には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 収入及び支出の金額

(2) 債務負担行為

(3) 借入金限度額

（予算）

第７条の２ 理事長は、毎事業年度開始前に収支予算書及び内訳表を作成し、理事会に提出し
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て、承認を受けなければならない。

（予算に関する説明書）

第７条の３ 理事長は、予算を理事会に提出する場合においては、予算に関する説明書をあわ

せて提出しなければならない。

２ 前項の規定する説明書の様式は、理事長が別に定める。

（補正予算）

第８条 予算の作成後に生じた事由により、予算に変更を加える必要がある場合には補正予算

を作成することができる。

２ 補正予算については、前条の規定を準用する。

（予算の流用）

第９条 支出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用すること

ができない。ただし、支出予算の各項の経費の金額は、理事長が予算の執行上必要があると

認めた場合に限り流用することができる。

２ 支出予算の各目の経費の金額は、事務局長が理事長の承認を受けて流用することができる。

（予備費の充用）

第10条 理事長は、予算の執行に当たり、事業の運営上予算外支出又は超過支出の必要がある

ときは、予備費を充用することができる。

第３章 勘定科目及び帳簿

（勘定科目）

第11条 会計経理は、すべての取引を整理勘定及び勘定科目の区分に仕訳整理して行うものと

する。

２ 前項の整理勘定及び勘定科目は、理事長が別に定める。

（会計伝票）

第12条 出納員は、会計に関する取引発生の事実に基づき、その取引を表示する伝票を発行す

るものとする。

２ 伝票の種類は、次の各号に揚げるとおりとし、その発行は、当該各号に定めるときに行う。

(1) 収入伝票 現金収納の取引のとき。

(2) 支出伝票 現金支払の取引のとき。

(3) 振替伝票 前 2 項に規定する取引以外のとき。

（帳 簿）

第13条 公社には、その取引を記録整理するため、次の帳簿を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 現金出納簿

(3) 収入予算整理簿

(4) 支出予算整理簿

(5) 固定資産台帳

(6) 預り金台帳
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(7) 物品出納簿

(8) 郵便切手類受払簿

(9) 収入印紙受払簿

２ 理事長は、必要があると認めるときは、前項に掲げるもののほか、所要の帳簿を備えるこ

とができる。

第４章 収入及び支出

第 1 節 収 入

（収入調定及び納期）

第14条 理事長は、収入の理由が生じたときは、収入調書により調定し、出納員に通知しな

ければならない。

２ 理事長は、前項の調定をしたときは、速やかに納入通知書を発行しなければならない。た

だし、その性質上納入通知書により難い収入については、この限りでない。

３ 前項の納入通知書に指定する納入期限については、特別の場合を除き、発行の日の翌日か

ら起算して20日以内において適宜の納入期限を定めるものとする。

（金銭の収納）

第15条 収入は、原則として口座振替等の方法により収納するものとする。ただし、これによ

らないで金銭を受領したときは、納入者に領収書を発行するものとする。

第２節 支 出

（支出負担行為）

第15条の２ 支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ支出負担行為の決済を受けなけ

ればならない。ただし、次の各号に掲げる経費については、支出伝票又は振替伝票をもって

支出負担行為の決済に代えることができる。

(1) 報酬、給料、手当等、法定福利、賃金及び旅費

(2) 電気、水道、ガス、電話等の使用料金で経常的かつ定期に支払を要するもの

(3) 自動車損害賠償責任保険料

(4) 公租公課に要する経費

(5) 前各号のほか、理事長が特に必要と認めたもの

（支払の手続）

第16条 支出は、債権者の請求書により行うものとする。ただし、諸給与、謝礼金その他これ

らに類するもの及び請求書により難いものについては、これに代わるべき書面に基づき行う

ものとする。

２ 理事長が指定した出納取扱店に預金口座を設けている債権者は、口座振替の方法により支

払いを受けようとするときは、理事長に銀行振込依頼書を提出しなければならない。ただし、

請求書にその旨を記載することによりこれに代えることができる。

（支払の方法）

第17条 支払は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 出納取扱店を支払人とする記名式又は記名式持参人払式小切手の振出し
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(2) 現金による支払

(3) 債権者の預金口座への振込み

(4) 金融機関又は郵便官署を支払先とする送金支払

（領収証書の徴収）

第17条の3 出納員は、支払をしたときは債権者から領収証書を徴さなければならない。

ただし、第 17 条第 3 号又は第 4 号の方法により支払をしたときは、出納取扱店の発行する

振込通知書等をもって領収証書に代えることができる。

（資金前渡）

第20条 次に掲げる経費については、職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員

に前渡することができる。

(1) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(2) 給与その他の給付

(3) 報償金その他これに類する経費

(4) 社会保険料

(5) 官公署に対して支払う経費

(6) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(7) 即時支払をしなければその目的を達し難い経費

(8) 講習会、協議会等会合に要する経費

(9) 賃 金

(10) 供 託 金

(11) 商品の代金の受領権限を債権者から受託した貨物自動車運送事業者（貨物自動車運送

事業法（平成元年法律第 83 号）第 39 条第 1 号の規程による貨物自動車運送事業者をい

う。）に対し当該商品の受領時に支払をする経費

(12) 郵便振替の方法により支払わなければならない経費

(13) その他理事長が必要と認めた経費

（概 算 払）

第21条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅 費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 訴訟に要する経費

(5) その他理事長が必要と認めた経費

（前 金 払）

第22条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払しなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電燈電力料及び日本放送協会に対し支払う受信

料
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(5) 運 賃

(6) 保 険 料

(7) その他理事長が必要と認めた経費

（自動口座振替払）

第22条の2 出納員は、債権者から自動口座振替（債権者又は出納員が指定した期日に公社の

預金口座から自動的に債権者の預金口座に振込むことにより支払う方法をいう。以下同じ。）

の振替情報の報告があったときは、出納取扱店をして自動口座振替の方法による支払をさせ

なければならない。

（資金前渡等の精算）

第23条 資金の前途を受けた者は、当該用件が終了したときは、速やかに証拠書類を添付して、

資金前渡精算書を理事長に提出して精算しなければならない。

２ 前 2 条の規定による支払の精算は、前項の規定を準用する。

第３節 振 替

（科目振替）

第24条 理事長は、勘定科目振替の理由が生じたときは、科目振替調書を作成して出納員に送

付するものとする。

２ 出納員は、次の各号の一に該当するときは、第 1 項の規定にかかわらず、振替伝票を発行

して未収又は未払及び正当科目へ振替整理しなければならない。

(1) 第 14条の規定による収入調書を受け、調定と同時に現金を収入しないとき。

(2) 支払請求書、検収調書、検査済調書等により債務が確定し、即時代金を支払わないと

き。

(3) 前条に規定する資金前渡清算書の提出を受けたとき。

第４節 預 金 利 息

（預金利息の受入）

第25条 預金の利息は、現金を保管する金融機関の発行する預金利息計算書により、その都

度受け入れるものとする。

第５節 預 り 金

（預り金の整理）

第26条 預り金は、収支及び支出の例により整理するものとする。

第５章 物 品

第１節 通 則

（物品の範囲）

第31条 この章において「物品」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 消耗備品 取得価格が3万円を超え10万円未満のもので、耐用年数1年以上のもの

(2) 消耗品 前号及び次号に該当しないもの

(3) 郵便切手 収入印紙、証紙、郵便切手類
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（物品取扱員）

第32条 事務局に、物品取扱員（以下「取扱員」という。）を置き、事務局長が命ずる。

２ 取扱員は、出納員の指揮を受け、物品の出納及び保管の事務をつかさどる。

第２節 物品の調達

（物品の調達）

第33条 取扱員は、物品の交付を受けようとするときは、理事長に請求するものとし、この請

求に基づき理事長は出納員をして物品等の購入、修繕及び印刷（以下「調達」という。）

を行わせるものとする。

（検 収）

第34条 理事長は、その指名した職員をして、調達した物品を検収させるものとする。

第３節 出 納

（物品の出納）

第35条 物品の出納は、物品出納簿にその受払いを記載しなければならない。

ただし、消耗品については、これを省略することができる。

（不用品の報告及び返納）

第36条 取扱員は、保管する物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものはその都

度当該物件の品質、形状及び数量並びに再使用の可否を記載した報告書を出納員に提出する

とともに当該物品を返納しなければならない。

２ 貯蔵品でその用途に適しなくなったものがあるときは、出納員は、その都度前項の規定の

例により報告書を理事長に提出しなければならない。

（処 分）

第37条 出納員は、使用する必要がない物品又は使用にたえない物品について処分しようとす

るときは、理事長の承認を受けて売却、廃棄その他の処分をするものとする。

第４節 保 管

（保 管）

第38条 物品は､常に良好な状態で保管しなければならない。

（亡失又は損傷）

第39条 物品を亡失又は損傷したときは、取扱員はただちに亡失損傷届及びてん末書を出納員

に提出しなければならない。

２ 出納員は、前項の亡失損傷届及びてん末書を受けたときは、ただちにその事実を調査し、

意見を附して理事長に報告しなければならない。

３ 理事長は、前項の報告を受けたときは、これを審査し、結果をただちに出納員に通知する

ものとする。

第５節 点 検

（点 検）

第 40 条 出納員は、物品について事業年度の期末において､その状況を点検しなければならな

い。

第 41 条 出納員は、前条の点検の結果を理事長に報告するとともに、過不足を生じたときは、

理事長の承認を受けて物品出納簿の修正を行わなければならない。
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第６章 固 定 資 産

第１節 通 則

（固定資産の範囲）

第42条 この章において「固定資産」とは、次に掲げる固定資産をいう。ただし、耐用年数１

年未満で取得価格が10万円未満のもの（建物、構築物及び機械装置の構成部分として付

属するものを除く。）は、固定資産に含まないものとする。

(1) 基本財産

ア 基本財産として定めた土地、建物及び構築物に付属する設備

イ 基本財産として定めた投資有価証券、定期預金、貸付信託、金銭信託等

(2) 特定資産

退職給付引当資産等 特定の目的のために使途等に制約を課した資産

(3) その他の固定資産

ア 基本財産及び特定資産以外の有形固定資産

土地、建物、建物及び構築物に附属する設備、車両、運搬具、機械器具及び備品

イ 基本財産及び特定資産以外の無形固定資産

特許権、借地権、地上権、営業権及び電話加入権等

第２節 取 得

（取得の価額）

第43条 固定資産の取得価額は、次の各号に揚げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した直接及び間接の費用の合計

額

(2) 工事又は製作によって取得した固定資産については、当該工事又は製作に要した直接

及び間接の費用の合計額

(3) 前各号に掲げるもの以外にあっては、適正な評価額

(4) 第 1 号若しくは第 2 号に掲げる固定資産であって取得価格の不明のもの又は前各号以

外のものにあっては、適正な見積による額

（検 収）

第44条 第 34条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

第３節 保 存 整 理

（処 分 等）

第45条 固定資産の滅失、損傷、売却、廃棄及び除去の手続きについては第37条及び第39条

の規定を準用する。

（実地照合）

第 46 条 理事長は、出納員をして毎事業年度固定資産の実態について固定資産台帳と照合し、

確認させるものとする。

第４節 減価償却の方法

（減価償却の方法）

第48条 償却資産の減価償却は、定額法によって事業年度の期末に行うものとする。
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第７章 決 算

（決算）

第 49 条 理事長は、毎事業年度終了後 2 ヶ月以内に決算を調整し、監事の監査を受けた上で、

理事会の承認を経て、定時評議員会に提出して、その承認を受けなければならない。

２ 決算について作成する書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業報告書

(2) 貸借対照表

(3) 正味財産増減計算書及び内訳書

(4) 財産目録

(5) 財務諸表に対する注記

(6) 附属明細書

(7) 収支計算書

（決算整理）

第50条 出納員は、事業年度の期末決算のため、次の各号の手続きにより、振替伝票を発行し

て修正記入をしなければならない。

(1) たな卸資産の期末たな卸

(2) 固定資産の減価償却

(3) 損益勘定の期末整理

(4) その他決算に必要な整理

（勘定の締切）

第51条 出納員は、前条の規定による修正記入が終了したときは、各勘定の締切を行なわなけ

ればならない。

第８章 契 約

（契約の手続き）

第 52 条 公社に関する売買、貸借、請負その他の契約は、鳥取県会計規則（昭和 39 年 3 月鳥

取県規則第 11 号）及び鳥取県建設工事執行規則（昭和 48 年 11 月鳥取県規則第 66号）の例

による。

第９章 雑 則

（準用規定）

第53条 この規程に定めるもののほか、会計その他財務に関する事務手続きに関しては、鳥取

県会計規則その他の財務関係の規則の例によるものとする。

（委 任）

第54条 この規程に定めるもののほか、公社の財務に関し必要な事項は、理事長が定める。
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附 則

この規程は、昭和57年 8月 1日から施行する。

附 則

この規程は、平成15年 4月 1日から施行する。

この規程は、平成17年 5月 30日から施行し、平成17年 5月 1日から適用する。

附 則

この規程は、平成30年 4月 1日から施行する。
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公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社就業規則

施行（昭和57年 8月 1日）
改正（昭和60年 3月 31日）
改正（平成4年 4月 27日）
改正（平成21年 5月 27日）
改正（平成24年 5月 29日）

改正（平成29年 4月 1日）

改正（平成31年 4月 1日）

改正（令和3年 4月 1日）

第 1 章 総 則

（目 的）

第１条 この規則は、法令または規程等別に定めのあるもののほか、公益財団法人鳥取県天神

川流域下水道公社（以下「公社」という。）の職員の就業に関して必要な事項を定めることを

目的とする。

（職員の定義）

第２条 この規則において「職員」とは、理事長が公社の職員として任命した者（試みの使用

期間中の者および臨時的に任用された者を含む。）をいう。

第２章 勤 務

第１節 勤 務 心 得

（職務の遂行）

第３条 職員は、この規則を遵守し、かつ、上司の指揮命令に従って誠実にその職務を遂行し

なければならない。

（禁止行為）

第４条 職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公社の名誉をき損し、または利益を害すること。

(2) 職務上知ることのできた機密を他にもらすこと。

(3) 第 12条の許可を受けないで他の業務につくこと。

(4) 職務上必要がある場合のほか、みだりに公社の名称または自己の職名を使用すること。

(5) 職務に関し、供応または贈与を受けること。

(6) 相手の望まない性的言動により、他の職員等に不利益を与えたり、就業環境を害する

と判断される行為をすること。（セクシュアルハラスメントに関する事項は別途、要綱に

定める。）

(7) 公社の秩序または規律をみだすこと。

（届出事項）

第５条 職員は、次の各号に掲げる事項について異動があったときは、その都度届け出なけれ

ばならない。
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(1) 本籍および現住所

(2) 戸籍上の記載事項

(3) 履歴および資格

(4) 扶養家族に関する事項

(5) 身元保証人に関する事項

(6) その他人事管理上必要と指示された事項

第２節 勤 務 時 間

（勤務時間等）

第６条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり38時

間 45分とする。勤務時間の割り振りは 1日につき7時間 45分とする。

２ 始業、終業の時刻及び休憩時間は次のとおりとする。

始業時刻 午前8時 30分

終業時刻 午後5時 15分

休憩時刻 正午から午後1時まで

（勤務時間外の勤務）

第７条 職員は、勤務時間外または休日に勤務を命ぜられることがある。

第３節 出勤および欠勤

（出 勤）

第８条 職員は、始業時刻を厳守し、出勤したときは直ちに出勤簿に押印しなければならない。

２ 職員は、始業時刻までに出勤できないときは、あらかじめ当該職員を直接指揮監督する権

限を有する者（以下「所属長」という。）に届け出て承認を受けなければならない。

（勤務中の外出等）

第９条 職員が勤務時間中に一時職場を離れようとするときは、あらかじめ所属長に届け出て

承認を受けなければならない。

（欠 勤）

第10条 職員は、次条の規定による場合のほか、欠勤しようとするときは、その事由および期

間を明示した文書により、あらかじめ所属長を経て理事長に届け出て承認を受けなければな

らない。

第４節 休日及び休暇

（休 日）

第11条 休日は次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定の休日

(3) 年末年始（12月 29日から翌年1月 3日まで）

（年次有給休暇等）

第12条 休暇の種類は次のとおりとする。

(1) 年次有給休暇 年次有給休暇及び特別休暇

1) 年次有給休暇

ア．年次有給休暇は暦年で与え、1年について20日とする。
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イ．2月以降において、新たに採用された職員のその年の年次有給休暇は次表に掲げる

日数とする。

採用された月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年次有給休暇日数 18 17 15 13 12 10 8 7 5 3 2

ウ．年次有給休暇は職員が請求した時季に与える。ただし、業務の都合により、やむ

を得ない場合には他の時季に変更することがある。

エ．前項の規定にかかわらず、職員代表との書面による協定により、各職員の有する

年次有給休暇日数のうち 5 日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取

得させることがある。

オ．ア又はイの年次有給休暇が 10日以上与えられた職員に対しては、ウの規定にかか

わらず、付与日から 1 年以内に、職員の有する年次有給休暇日数のうち 5 日につい

て、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取

得させる。ただし、職員がウ又はエの規定による年次有給休暇を取得した場合にお

いては、当該取得した日数分を 5日から控除するものとする。

カ．職員にその年の年次有給休暇の残日数がある場合には、20日を限度として当該日

数に相当する日数を翌年に限り繰越すことができる。

キ．年次有給休暇は繰り越しされたものから先に承認するものとする。

ク．年次有給休暇は、日、半日単位（以下「半日単位年休」という。）又は労働者代表

との書面による協定に基づき１年について 5日の範囲で次により時間単位（以下「時

間単位年休」という。）で付与する。

①時間単位年休及び半日単位年休の対象者は、すべての職員とする。

②時間単位年休を取得する場合の 1 日の年次有給休暇に相当する時間数は、8 時間

とする。

③時間単位年休は1時間単位で付与する。

④時間単位年休は、オの5日には含めない。

⑤半日単位年休は、次のとおりで付与する。

(ｱ)始業時刻の午前8時 30分から正午まで

(ｲ)午後 1時から終業時刻の午後5時 15分まで

⑥半日単位年休は、取得1回に付き0.5日とし、オの5日に含めるものとする。

2) 特別休暇

職員が別表1に掲げる事由に該当する場合は、それぞれの場合について定める期間の

特別休暇を与える。

第５節 営利企業従事の制限

第13条 職員は、他の営利企業に従事しようとするときは、あらかじめ理事長に届け出て承

認を受けなければならない。

第６節 出 張

第14条 職員は、公社業務のため出張を命ぜられることがある。

２ 出張を命ぜられた者には、別に定めるところにより旅費を支給する。
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第 7 節 育 児 休 業 等

第14条の2 育児休業及び介護休業等については、別に定める。

第３章 給 与

第15条 職員の給与については、別に定める。

第４章 採用、休職、退職および解雇

第１節 採 用

（採用の方法）

第16条 職員の採用は、試験または理事長の選考によるものとする。

２ 職員の採用には試みの使用期間を設けるものとし、その職員が採用されてから 6 月を下ら

ない期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとす

る。

３ 前項の規定にかかわらず、理事長が特に必要と認める者については、試みの使用期間を設

けないで公社の職員として採用することができる。

（提出書類）

第17条 新たに職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類を理事長に提出しなければなら

ない。

(1) 履歴書

(2) 身上調書

(3) 身元保証書

(4) 宣誓書

(5) その他理事長が人事管理上必要と認める書類

（身分証明書）

第18条 職員には、身分証明書を交付する。

２ 職員は、その身分を明らかにするため常に身分証明書を携帯しなければならない。

第 2 節 休 職

第19条 職員の休職の取扱いについては、県職員の例による。

第 3 節 退職および解雇

（希望退職）

第20条 職員が退職を希望する場合は、書面をもって所属長を経て理事長に願い出なければな

らない。

２ 理事長は、職員から前項の願出があった場合は、特に支障のない限り承認するものとする。

３ 職員は、退職を願い出た後も承認があるまでは、従前のとおり勤務しなければならない。

ただし、14日を経過した場合は、この限りでない。
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（希望退職以外の退職）

第21条 職員は、次の各号の一に該当する場合は退職するものとする。

(1) 雇用期間が満了したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 定年に達したとき。

（定年による退職）

第 21 条の 2 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の 3 月 31 日に

退職する。

２ 職員の定年は、年齢60年とする。ただし官公署又は事業所を退職し、採用された職員につ

いては、理事長が別に定める。

（定年による退職の特例等）

第21条の3 職員の定年による退職の特例及び定年退職者の再雇用については、県職員の例に

よる。

（解 雇）

第22条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、その意に反して解雇されることが

ある。

(1) 職員として適格性を欠くとき。

(2) 精神または身体に著しい障害があるため職務にたえられないとき。

(3) 職制もしくは定数の改廃または事業の減少により廃職又は過員を生じたとき。

(4) やむを得ない事由により事業の継続が不可能となったとき。

(5) 成年被後見人または被保佐人となったとき。

(6) 禁固以上の刑に処せられたとき。

(7) 懲戒免職の処分が決定したとき。

２ 前項第1号から第4号までの規定に該当する場合の解雇は、30 日前に予告するか、または

30日分の平均賃金を支給して即時に行うものとする。

第 5 章 保 健 衛 生

（協力義務）

第23条 職員は、保健衛生上必要と認められる措置について協力しなければならない。

（健康診断）

第24条 職員は、公社が毎年定期または随時に行う健康診断を受けなければならない。

（療養命令）

第 25 条 理事長は、保健衛生上必要があると認められる場合には、職員に対して療養を命じ、

または必要な措置をとることがある。
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第 6 章 災 害 補 償

（療養費の負担）

第26条 職員が業務上負傷し、または疾病にかかった場合には、公社は、その職員に対し

て、労働基準法の定めるところにより、必要な療養費を負担する。

（障害補償）

第27条 職員が業務上負傷し、または疾病にかかり治った場合において身体に障害が存すると

きは、公社は、当該職員に対し、その障害の程度に応じて、労働基準法の定めるところによ

り障害補償を行う。

（遺族補償および葬祭料）

第28条 職員が業務上死亡した場合には、公社は、労働基準法の定めるところにより、遺族ま

たは職員の死亡当時その収入によって生計を維持した者に対し遺族補償を行い、葬祭を行う

者に対し、葬祭料を支払う。

（打切補償）

第29条 第 25 条の規定により補償を受ける職員が療養開始後 3 年を経過しても負傷または疾

病が治らないときは、労働基準法の定めるところにより打切補償を行うことができる。

（保険給付との関係）

第30条 本章の規定により補償を受けるべき職員が、同一事由について労働者災害補償保険法

（昭和22年法律第50号）によって、本章の災害補償に相当する保険給付を受けた場合には、

その額の限度において、本章の規定による災害補償は行わない。

（休業補償）

第31条 職員が第 25 条の療養補償を受ける場合の休業補償については、県職員の例による。

第 7 章 表彰および懲戒

（表彰の対象）

第32条 職員が次の各号の一に該当するときは、これを表彰する。

(1) 公社の業務に関し、特に功労があり、他の模範とするに足ると認められるとき。

(2) 多年にわたり職務に精励し、かつ、功績があったとき。

(3) その他理事長が表彰することが適当と認められる業績または行為があったとき。

２ 前項の表彰は、死亡した職員についても行うことができる。

（表彰の方法）

第33条 表彰は、理事長が表彰状を授与して行う。

２ 表彰にあたっては、副賞を付することができる。

（懲戒事由）

第34条 職員が次の各号の一に該当するときは、これを懲戒する。

(1) 故意または重大な過失により公社の名誉をき損し、公社に著しい損害を与えたとき。

(2) 重要な履歴をいつわり、その他不正の方法を用いて採用されたことが判明したとき。

(3) 正当な理由なく、しばしば無断欠勤し、または勤務を怠ったとき。
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(4) その他、この規則に違反し、または業務上の業務の履行を怠ったとき。

（懲戒の方法）

第35条 前条の規定に違反した職員に対しては、違反の軽重に従い、戒告、減給、停職または

免職の懲戒処分を行う。

２ 前項の処分についての手続きおよび効果については、鳥取県の例による。

（弁償責任）

第36条 職員は、故意または重大な過失によって公社に損害をおよぼしたときは、損害の全部

または一部の賠償の責めに任ずる。

附 則

この規則は、昭和57年 8月 1日から施行する。

附 則

この規則は、昭和60年 3月 31日から施行する。

附 則

この規則は、平成4年 4月 27日から施行する。

附 則

この規則は、平成18年 5月 29日から施行し、平成18年 4月 1日から適用する。

附 則

この規則は、平成21年 5月 27日から施行し、平成21年 4月 1日から適用する。

附 則

この規則は、平成24年 5月 29から施行する。

附 測

この規則は、平成25年 8月 1日から施行する。

附 測

この規則は、平成29年 4月 1日から施行する。

附 測

この規則は、平成31年 4月 1日から施行する。

附 測

この規則は、令和3年4月 1日から施行する。
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就業規則 別表１（第12条関係）

事 由 期 間

１ 結婚の場合 1週間以内

２ 配偶者の出産の場合 3日以内

３ 8週間（多胎妊娠の場合にあっては14週間）

以内に出産予定である女性職員が請求した場合

請求した日から出産の日までの期間

４ 産後の場合 出産の翌日から8週間（産後6週間を経

過した場合は、その請求に応じ、医師が

支障がないと認めた業務に就かせる。）

５ 父母、配偶者及び子の祭日の場合（法事、

神事に限る）

慣習上、最小限度必要と認められる期間

６ 生理日のため勤務が著しく困難である場合 その都度必要と認める期間

７ 風水震火災その他の非常災害による交通遮

断等により職務に従事できない場合

同上

８ 非常事態の発生等により職務に従事できな

い場合

同上

９ 交通機関の事故その他不可抗力の原因によ

り職務に従事できない場合

同上

10 業務による負傷又は疾病の場合 医師の証明に基づき、最小限度必要と認

める期間

11 私事による負傷又は疾病による場合 医師の証明に基づき、引続き 90 日を超

えない範囲内で最小限度必要と認める

期間

12 感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律（平成10年 10月 2日法律第114

号）の規定による健康診断、交通遮断又は隔離に

より職務に従事できない場合

その都度必要と認める期間

13 国又は地方公共団体の行う職務に関係のあ

る資格試験を受ける場合

同上

14 地方公共団体その他の団体から委嘱を受け

て講演、講義、審査等を行う場合

同上

15 災害救助法（昭和22年法律第118号）、消防

組織法（昭和 22 年法律第 226 号）、又は水防法

（昭和 24 年法律第 193 号）等により出動し、又

は訓練に参加する場合

同上

16 忌引きの場合 別表2に定める期間内において必要と認

める期間



- 48 -

就業規則

事 由 期 間

17 風水震火災その他の災害により職員の現住

居が滅失又は破壊された場合

1 週間を超えない範囲内でその都度必要

と認める期間

18 選挙権その他公民としての権利を行使する

場合

その都度必要と認める期間

19 証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出

しに応ずる場合

同上

20 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維

持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しな

いことが適当であると認められる場合

一の年の6月から9月までの期間内にお

ける、勤務を要しない日、休日及び代休

日を除いて原則として連続する5日の範

囲内の期間

21 妊娠中又は産後 1 年以内の女子職員が母子

健康法（昭和40年法律第141号）第 10条に規定

する保健指導又は同法第 13 条に規定する健康診

査を受ける場合

妊娠満 23 週までは 4 週間に 1 回、妊娠

満 24 週から満 35 週までは 2 週間に 1

回、妊娠満 36 週から出産までは一週間

に1回

22 女子職員が生後満 1 年 6 月に達しない生児

を育てる場合

1日 2回 各45分

23 妊娠中又は産後１年以内の女子職員が第 3

号及び第 4 号に定める場合を除き、(1)妊娠に起

因する障害のため勤務することが困難であると

認められる場合(2)健康診査等により医師の指導

を受けた旨の申し出をした場合

①通勤時の混雑を避けるよう指導された場合

②休憩時間について指導された場合

③妊娠又は出産に関する諸症状の発生または発

生の恐れがあるとして指導された場合。

(1) 2週間を超えない範囲内でその都度

必要と認める期間

(2) ①勤務時間を１時間短縮した始業

時間の繰り下げあるいは、１時間以内の

時差出勤

②休憩時間の延長、休憩回数の増加

③作業の軽減、勤務時間の短縮、あるい

は休業

24（子の看護休暇）

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する

職員が、その子の看護（負傷し、又は疾病にかか

ったその子の看護を行うことをいう。）のため、

又は当該子に予防接種や健康診査を受けさせる

ために申し出た場合

(1)当該子が 1 人の場合は 1 年間につき

5日、2人以上の場合は 1年間につき 10

日を限度とした日で必要と認められる

期間とする

(2)1 時間を単位で始業時刻から連続又

は終業時刻まで連続して取得できる
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事 由 期 間

25（介護休暇）

要介護状態にある家族の介護及びその他の世

話をするために申し出た場合

(1)当該家族が 1 人の場合は 1 年間につ

き 5日、2人以上の場合は 1年間につき

10日を限度とした日で必要とする期間

(2)1 時間を単位で始業時刻から連続又

は終業時刻まで連続して取得できる

26（健康診断等）

人間ドックを受診するために申し出た場合

その都度必要と認める期間
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忌 引 日 数

就業規則 別表２（別表１の付表）

死 亡 し た 者 日 数

配 偶 者 １０日

血族及び生計を

一にする姻族

１親等の直系尊属（父母） ７日

１親等の直系卑属（子） ５日

２親等の直系尊属（祖父母） ３日

２親等の直系卑属（孫） １日

２親等の傍系者（兄弟姉妹） ３日

３親等の傍系尊属（おじ、おば） １日

姻 族

１親等の直系尊属 ３日

１親等の直系卑属 １日

２親等の直系尊属 １日

２親等の傍系者 １日

３親等の傍系尊属 １日
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公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社育児休業等に関する規程

施行（平成21年 5月 27日）

改正（平成24年 5月 29日）

改正（平成29年 4月 1日）

改正（平成30年 4月 1日）

（目 的）

第１条 この規程は、公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社職員就業規則（以下「就業規

則」という。）第 14 条の 2 の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要なことを定めるこ

とを目的とする。

２ この規程に定めのないことについては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労

働者の福祉に関する法律（以下「育児・介護休業法」という。）その他の法令に定めるところ

による。

（育児休業の対象者）

第２条 育児のために休業することを希望する職員であって、満 3 歳に満たない子と同居し、

養育する者は、この規程の定めるところにより育児休業をすることができる。

２ 前項の規定にかかわらず、任期を定めて採用された職員にあっては、請求時点において次

のいずれにも該当する者に限り育児休業することができる。

(1) 入社１年以上であること。

(2) 子が１歳 6 ヶ月に達する日までに任期が満了し、更新されないことが明らかでないこ

と。

（育児休業の申出）

第３条 育児休業の申出は、育児休業を始めようとする日（以下「休業開始日」という。）の1

月前までに（育児・介護休業法に基づく 1歳を超える休業の場合は、2週間前）、育児休業申

出書を理事長に届け出るものとする。

なお、育児休業中の任期を定めて採用された職員が任期を更新するにあたり引き続き休業

する場合には、更新された任期の初日を休業開始日として再度、育児休業申出書を届け出る

ものとする。

２ 申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき１回限りとする。ただし、産後

休業をしていない職員が、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から 8 週間以内にし

た最初の育児休業については、申出の回数には加えない。

(1) 第 2条第 1項に基づく休業をした者が育児・介護休業法に基づく１歳を超える休業の申

出をしようとする場合又は本条第１項後段の申出をしようとする場合。

(2) 配偶者の死亡等特別の事情がある場合

３ 育児休業申出書が届出されたときは、理事長は速やかに届け出た者に対し、育児休業通知

書を交付する。

４ 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は、出生後2週間以内に理事長に届
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け出なければならない。

（育児休業の期間等）

第４条 育児休業の期間は、原則として、子が満 3 歳に達するまでを限度として育児休業を申

し出た期間とする。

２ 前項の規定にかかわらず、理事長は、育児・介護休業法の定めるところにより、休業開始

日の指定を行うことができる。

３ 育児休業の申出をした後、やむを得ない事由が発生した場合には、申出者は、変更後の休

業開始日の 1 週間前までに、育児休業期間変更願を提出することにより、1 回に限り休業開

始日を前の日に変更することができる。

４ 申出者は、育児休業を終了しようとする日（以下「休業終了日」という。）の一か月前（育

児・介護休業法に基づく１歳を超える休業をしている場合は、2週間前）までに、育児休業期

間変更願を提出することにより、1回に限り休業終了日を後の日に変更することができる。

５ 前 4 項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、育児休業は

終了するものとし、当該育児休業終了日は、当該各号に掲げる日とする。この場合、養育状

況変更届を速やかに理事長に提出しなければならない。

(1）子の死亡等、育児休業に係る子を養育しないこととなった場合 当該事由が発生

した日

（2）育児休業に係る子が満3歳に達した場合 子が満3歳に達した日

（3）産前産後休業又は新たな育児休業が始まった場合 産前産後休業又は新たな育児

休業の開始日の前日

（4）就業規則第19条の規定により休職となった場合 発令日の前日

（育児休業の期間等の変更ができる事由）

第４条の２ 第 4 条第 3 項に規定のやむを得ない事由が発生した場合については、次のとおり

とする。

(1) 配偶者が負傷又は疫病により入院したこと。

(2) 配偶者と別居したこと。

(3) 児童福祉法第39条第 1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律(平成 18年法律第 77 号)第 2条第 6項に規定する認定こど

も園又は児童福祉法第24条第 2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)

における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合。

(4) その他の育児休業の終了時に予測できなかった事実が生じて、当該育児休業に係る子に

ついてその養育に著しく支障が生じることとなったこと。

（給与等の扱い）

第５条 育児休業中の給与については、職員の給与に関する条例（昭和26年 2月鳥取県条例第

3号）の適用を受ける者の例による。

２ 育児休業後の給与については、育児休業期間の 2 分の 1 の期間を職務に従事したものとし

て調整する。

３ 退職手当に係る退職金共済契約の掛金納付は、財団法人鳥取県天神川流域下水道公社の職

員の退職手当の支給に関する規程の第 5条にかかわらず、当該育児休業に係る子が1歳に達
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した日の属する月までの期間については 3 分の 1 に相当する月数を除算し、当該育児休業に

係る子が 1 歳に達した日の属する月までの期間以降 3 歳に達する日の属する月までの期間に

ついては2分の 1に相当する月数を除算することとする。

（不利益扱いの禁止）

第６条 職員は、育児休業を理由として、不利益な扱いを受けることはない。

（年次有給休暇）

第７条 年次有給休暇日数計算にあたっては、育児休業をした日数は勤務したものとみなす。

（育児短時間勤務）

第８条 職員で 3 歳に満たない子と同居し、養育する者は、理事長に申し出て、勤務時間を午

前 9時から午後 4時まで（うち休憩時間は、午前 12 時から午後 1 時までの 1時間とする。）

の6時間に変更することができる。（１歳に満たない子を育てる女性職員は更に別途30分ず

つ2回の育児時間を請求することができる。）

２ 適用のための資格及び手続については、第2条から第4条の規定を準用する。

３ 育児短時間勤務の適用を受ける間の給与については、承認され勤務しなかった時間 1 時間

につき勤務1時間あたりの給与を減額する。

４ 賞与（勤勉手当相当分）については、育児短時間勤務により勤務しなかった日が30日を超

える場合には、その期間を勤務時間から除算する。

５ その他の手当については、育児短時間勤務の適用期間中であっても減額又は除算されない。

（育児短時間勤務を再度延長することができる事由）

第８条の２ 第８条の規定でやむを得ない事由が発生して時間勤務を延長する場合については、

第４条の２の(1)から(4)を準用する。

（介護休業）

第９条 職員が、次の各号に掲げるもので負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支

障がある者（以下「要介護状態にある家族」という。）の介護を行うため、申し出た場合は、

介護休業をすることができる。

(1）配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）

(2）父母、子及び配偶者の父母

(3）祖父母、兄弟姉妹及び孫

(4）職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職

員との間において子と同様の関係にあると認められる者で職員と同居している者

２ 介護休業の期間は、対象家族 1人につき、通算93日の期間内で、3 回を上限として必要と

認められる期間とする。

（介護短時間勤務）

第10条 要介護状態にある家族を介護する職員から申し出があった場合は、就業規則第6条の

所定労働時間について、2時間を超えない範囲内で短縮することができる。

２ 要介護状態にある家族を介護するために短時間勤務をしようとする職員は、利用開始日か

ら3年の間で2回までの範囲内で利用できる。

３ 短時間勤務をしようとする職員は、短縮をしようとする日及び短縮を終了しようとする日

を明らかにして、原則として短縮を開始しようとする日の2週間前までに、申し出るものと
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する。

（給与等の扱い）

第 11 条 介護休業中、又は介護短時間勤務の適用中の者の給与額の減額等の扱いについては

職員の勤務時間、休暇等に係る条例（平成 6年 12月鳥取県条例第35条）の規程を準用する。

（育児・介護のための所定外労働の免除）

第 12 条 3 歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育するため、又は要介護状態のある家

族を介護する職員が当該家族を介護するために申出した場合には、業務の正常な運営に支障

がある場合を除き、勤務時間を超えて労働をさせることはない。

２ 申出をしようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、免除を開始し

ようとする日及び免除を終了しようとする日を明らかにして、原則として、免除を開始しよ

うとする日の 1 か月前までに、申し出るものとする。この場合において、免除期間は、次条

第2項に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。

（育児・介護のための時間外労働の制限）

第13条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、又は要介護状態にある家族を介

護する職員が当該家族を介護するために申出した場合には、業務の正常な運営に支障がある

場合を除き、1 か月について 24 時間、1 年について 150 時間を超えて時間外労働をさせるこ

とはない。

２ 申出しようとする者は、1 回につき 1 か月以上 1 年以内の期間について、制限を開始しよ

うとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限を開始しようと

する日の1か月前までに申し出るものとする。

（育児・介護のための深夜業の制限）

第14条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため、又は要

介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するため申出した場合には、業務の正

常な運営に支障がある場合を除き、午後 10 時から午前 5 時までの間に勤務させることはな

い。

２ 申出しようとする者は、1 回につき 1 か月以上 1 年以内の期間について、制限を開始しよ

うとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限を開始しようと

する日の1か月前までに申出るものとする。

附 則

この規程は、平成21年 5月 27日から施行する。

附 則

この規程は、平成24年 5月 29日から施行する。

附 則

この規程は、平成29年 4月 1日から施行する。
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附 則

この規程は、平成30年 4月 1日から施行する。
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給与規程

公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社の役員
及び職員の給与その他の給付に関する規程

施行（昭和57年 8月 1日）
改正（昭和60年 3月 29日）
改正（昭和61年 3月 24日）
改正（平成4年 4月 1日）
改正（平成14年 4月 1日）
改正（平成18年 5月 29日）
改正（平成20年 5月 9日）
改正（平成21年 4月 1日）
改正（平成22年 4月 1日）

（目 的）

第１条 この規程は、公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社（以下「公社」という。）の役

員及び職員の給与、その他の給付の額及び支給方法に関して必要な事項を定めることを目的

とする。

（給 与）

第２条 常勤の役員に支給する給与の種類は、報酬、通勤手当及び期末手当とし、報酬につい

ては、鳥取県に設置されている他の公社等の役員の給与との均衡、その他の事情を考慮して

理事長が定める額とし、通勤手当については、鳥取県の一般職の職員の例による額とし、期

末手当については、職員の給与に関する条例（昭和26年 2月鳥取県条例等3号）別表第1行

政職給料表の９級にある者の例に準じて算出した額とする。

２ 職員に支給する給与の種類は、鳥取県の一般職の職員に支給される種類とし、その額及び

支給方法は、鳥取県の一般職の職員の例に準じて理事長が別に定める方法による。ただし、

官公署及び事業所を退職し、採用された職員及び臨時的任用職員の給与の種類及び額につい

ては、理事長が別に定める。

３ 前項の規定にかかわらず、職員に支給する特殊勤務手当の種類、額及び支給方法は、鳥取

県の一般職の職員に支給される特殊勤務手当の例に準じ、別に定める。

４ 常勤の職員が退職し又は死亡したときは、別途定める公益財団法人鳥取県天神川流域下水

道公社の職員の退職手当の支給に関する規程による退職手当を支給する。

ただし、鳥取県を定年又は勧奨により退職した後に公社の職員になった者を除く。

（旅 費）

第３条 役員及び職員に支給する旅費の額及び支給方法は、鳥取県の一般職の職員の例による。

この場合において役員は行政職７級以上の職務にあるものとみなす。

（費用弁償）

第４条 前条の規定による旅費のほか、役員が職務を行うために要した費用は、これを弁償す

る。

（補 則）

第５条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
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附 則

この規程は、昭和57年 8月 1日から施行する。

附 則

この規程は、昭和60年 3月 29日から施行し、昭和59年 4月 1日から適用する。

附 則

この規程は、昭和61年 3月 24日から施行する。ただし第2条第 1項の規定は、昭和60年 7

月 1日から、第3条の規定は、昭和60年 12月 26日から適用する。

附 則

この規程は、平成4年 4月 1日から施行する。

附 則

この規程は、平成14年 4月 1日から施行する。

附 則

この規程は、平成18年 5月 29日から施行し、平成18年 4月 1日から適用する。

附 則

この規程は、平成20年 5月 9日から施行し、平成20年 4月 1日から適用する。

附 則

この規程は、平成21年 4月 1日から施行する。

附 則

この規程は、平成22年 4月 1日から施行する。

なお、施行日の前日に在職する者については、従前の例による。
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公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社
の職員の退職手当の支給に関する規程

施行（平成21年 4月 1日）

（目 的）

第１条 この規程は、公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社（以下「公社」という。）の職

員の退職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

（退職手当）

第２条 職員が退職したときは、退職手当を支給する。

２ 前項の退職手当の支給は、公社が独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共

済事業本部（以下「中退共」という。）との間に、職員についての退職金共済契約を締結する

ことにより行う。

（共済契約）

第３条 新たに採用となった職員については、採用になった月に中退共との退職金共済契約を

締結する。

２ 平成 21年 3 月末日まで公社の職員であり、平成 21 年 4 月以降も継続して職員である者に

ついては、同年4月を採用月とみなし同月より前項と同様に扱う。

（掛 金）

第４条 退職金共済契約の掛金は、別に定める。

（掛金納付の停止）

第５条 職員が、その月の 2 分の 1 の期間を超えて給与を支払われない場合、その月の掛金納

付は停止する。

（退職手当の額）

第６条 退職手当の額は、掛金月額と掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法に定められた

額とする。

２ 前項の規定に関わらず、公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社就業規則第22条第１項

（6）及び（7）に定める者の退職手当については、支給しない。

（退職手当の支給）

第７条 退職手当は、職員に交付する退職金共済手帳により、中退共から支給を受けるものと

する。

２ 職員が死亡した場合の退職金共済手帳の交付は、その遺族とする。

３ 職員が退職又は死亡したときは、やむを得ない場合を除き、本人またはその遺族が退職又

は死亡後速やかに中退共に対して退職手当を請求できるよう、本人の退職又は死亡後遅滞な

く退職金共済手帳を本人又はその遺族に交付する。

附 則

この規程は、平成21年 4月 1日から施行する。
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公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社
の職員の特殊勤務手当に関する規程

施行（昭和60年 3月 29日）

改正（平成5年 2月 24日）

改正（平成9年 2月 20日）

（趣 旨）

第１条 この規程は、公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社の役員及び職員の給与その他

の給付に関する規程第 2 条第 3 項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の種類、支給される

職員の範囲、支給額及び支給方法について必要な事項を定めるものとする。

（特殊勤務手当の種類）

第２条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 終末処理施設等保守管理業務手当

(2) 管渠内作業手当

(3) 下水等検査業務手当

(4) 高圧配電線路等保守作業手当

（終末処理施設等保守管理業務手当）

第３条 終末処理施設等保守管理業務手当は、職員が病原菌、有害物等により汚染される危険

のある処理場の施設の保守、点検、整備又は補修の作業及び汚泥、し渣、スカム等の処分の

作業に1日 4時間以上従事したときに支給する。

２ 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき290円とする。

（管渠内作業手当）

第４条 管渠内作業手当は、職員が管渠内において直接汚水の中に立ち入って施設の保守、点

検、整備又は汚水、汚泥の採取の作業に従事したときに支給する。

２ 前項の手当の額は、作業に従事した日 1 日につき 560 円（その従事した時間が 4 時間に満

たないときは、336円）を支給する。

（下水等検査業務手当）

第５条 下水等検査業務手当は、汚水または汚泥を直接採取し、水質検査の作業に従事したと

きに支給する。

２ 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき290円とする。

（高圧配電線路等保守作業手当）

第６条 高圧電線、高圧配電盤を取り扱う作業、又はこれに近接して行う作業並びに高圧受電

所内の照明用水銀灯の取替作業に従事したときに支給する。

２ 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき290円とする。

（支給額の調整等）

第７条 職員が同じ日に特殊勤務手当の支給の対象となる作業の2以上に従事したときの特殊

勤務手当の額は、これらの作業のうち最高の額の特殊勤務手当を支給される作業の特殊勤務

手当の額とする。
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附 則

この規程は、昭和60年 3月 29日から施行し、昭和59年 4月 1日から適用する。

附 則

この規程は、平成5年 2月 24日から施行し、平成4年 4月 1日から適用する。

附 則

この規程は、平成9年 2月 20日から施行する。
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公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社情報公開規程

施行（平成12年 10月 1日）

改正（平成22年 4月 1日）

改正（平成25年 3月 28日）

（目 的）

第１条 この規程は、鳥取県情報公開条例（平成 12 年鳥取県条例第 2 号）第 33 条の 2の規定

に基づき公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社（以下「公社」という。）が鳥取県から支

出を受けている資本金等の公共性にかんがみ、公社の保有する情報の公開に関して必要な事

項を定めることにより、公社の運営に対する県民の理解と協力を深め、もって公社の開かれ

た公正な運営に資することを目的とする。

（定 義）

第2条 この規程において「文書」とは、公社の役員又は職員（以下「役職員」という。） が

職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、スライド（これらを撮影したマイクロフィ

ルムを含む。）及び電磁的記録（電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、公社の役職員が組織的に

用いるものとして、公社が保有しているものをいう。

（解釈及び運用の方針）

第 3 条 公社は、文書の開示に当たっては、公社の保有する情報が積極的に公開されるよう、

この規程を解釈し、運用するものとする。

２ 公社は、この規程の解釈及び運用に当たっては、個人の秘密その他の通常他人に知られた

くない個人に関する情報がみだりに公にされることにないよう最大限の配慮をしなければな

らない。

（開示の申出のできるもの）

第4条 何人も、公社に対して、公社の保有する文書の開示の請求をすることができる。

（開示の請求の方法）

第5条 前条の規定による開示の請求（以下「開示請求」という。）は、次に掲げる事項を記載

した文書開示請求書（様式第 1号。以下「開示請求書」という。）を公社に提出してしなけれ

ばならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあってはその代

表者の氏名

(2) 開示請求に係る文書を特定するために必要な事項

(3) 開示の方法

(4）希望する写しの交付の方法

２ 前項の提出は、鳥取県知事を経由して行うことができる。

３ 公社は､開示請求書に形式上の不備があると認めるときは､開示請求をしたもの（以下「開

示請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。この
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場合において、公社は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなけ

ればならない。

４ 公社は、前項の補正が正当な理由なく行われないときは、開示請求者に対し、開示請求に

係る文書を開示しないことができる。

（開示請求に対する決定等）

第６条 公社は、開示請求書が提出されたときは、当該開示請求書が提出された日から起算し

て 15 日以内に、文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定、文書を開示しない旨の決定、

第 10 条の規定により開示請求を拒否する旨の決定又は開示請求に係る文書を保有していな

い旨の決定（以下「開示決定等」という。）をしなければならない。ただし、前条第3項の規

定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

２ 公社はやむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間を

30日以内に限り延長することができる。この場合において、公社は、速やかに、開示請求者

に対して、延長する理由及び期間を決定期間延長通知書（様式第２号）により通知しなけれ

ばならない。

３ 公社は、開示決定等をしたときは、速やかに、開示請求者に対して、その旨を文書開示決

定通知書（様式第3号）、文書部分開示決定通知書（様式第4号）、文書非開示決定通知書（様

式第 5 号）、文書開示請求拒否決定通知書（様式第 6 号）、又は文書不存在決定通知書（様式

第7号）により通知しなければならない。

４ 前項の規定により通知する場合において、文書の全部を開示する旨の決定以外の開示決定

等をしたときは、当該開示決定等の理由及び当該開示決定等の理由がなくなる期日をあらか

じめ明示することができる場合にあっては当該期日を付記しなければならない。

５ 公社は、開示請求に係る文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して

45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることができないときは、第1項及び第2項

の規定にかかわらず、開示請求に係る文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定

等をし、残りの文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合におい

て、公社は、第 1 項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を決定期間特

例延長通知書（様式第8号）により通知しなければならない。

(1) この項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの文書について開示決定等をする期限

（開示の方法）

第７条 公社は、前条第１項の規定により、文書の全部又は一部を開示する旨の決定（以下「開

示決定」という。）をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該文書の開示を実施しな

ければならない。

２ 文書の開示は、公社が指定する日時及び場所において、文書、図画又は写真については閲

覧又は写しの交付により、スライドについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録につ

いては視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況を勘案して公社が別に定め

る方法により行う。

３ 公社は、文書の閲覧又は視聴の方法により開示することが、当該文書の保存に支障を生ず

るおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該文書の写しにより開示を
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行うことができる。

４ 公社は、文書を閲覧し、又は視聴する者が、当該文書を改ざんし、汚損し、又は破損する

恐れがあると認めるときは、当該文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

（非開示情報）

第８条 公社は、開示請求に係る文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合

を除き、当該文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は条例（以下「法令等」という。）の規定により公にすることができない情報

(2) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。第10条第 1号

において同じ。）であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定

の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を侵害

するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令の規定により又は慣行として公開され、又は公にすることが予定されている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認めら

れる情報

ウ 役職員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該役職員の職の名称その他職務上の地位

を表す名称及び氏名（当該役職員の権利利益を不当に侵害する恐れがある情報を除く。）

並びに当該職務遂行の内容

(3) 法人その他の団体（国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。）に関する情

報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人

の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる

情報を除く。

ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利

益を害するおそれがあるもの

イ 公社の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提出されたものであって、法人等

又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付す

ることが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産、地位又は生活の保護、犯罪の予防又は

捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがある情報

(5) 公社、国及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情

報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に

損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益

を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 公社、国及び地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすること

により、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそ

れ又は違法若しくは不当な行為を容易にし若しくはその発見を困難にするおそれ

イ 契約、交渉又は訴訟に係る事務に関し、公社、国又は地方公共団体の財産上の利益又

は当事者としての地位を不当に害するおそれ
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ウ 調査研究に関する事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に侵害するおそれ

エ 人事管理に係る事務に関し、その公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

オ 国若しくは地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な

利益を害するおそれ

（部分開示）

第９条 公社は、開示請求に係る文書に前条各号に掲げる情報（以下「非開示情報」という。）

が含まれている場合において、非開示情報に係る部分とそれ以外の部分を容易に分離でき、

かつ、当該開示請求の趣旨を損なわないと認めるときは、当該非開示情報に係る部分を除い

て当該文書を開示しなければならない。

２ 開示請求に係る文書に前条第２号の情報（特定の個人を識別することができるものに限る。）

が含まれている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることと

なる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が侵害されるおそれがな

いと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、

前項の規定を適用する。

（文書の存否に関する情報）

第10条 公社は、次の各号のいずれかに該当するときは、文書の存否を明らかにしないで開示

請求を拒否することができる。

(1) 特定の個人の病歴に関する情報その他個人に関する情報が含まれる文書の開示請求が

あった場合で、当該文書が存在しているか否かを答えるだけで、当該個人の権利利益が侵

害されるおそれがあるとき。

(2) 特定の法人等又は事業を営む個人が有する商品の製造技術に関する情報その他の法人

等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれる文書の開示請求

があった場合で、当該文書が存在しているか否かを答えるだけで、当該法人等又は当該個

人の権利、競争上の地位その他正当な利益が侵害されるおそれがあるとき。

(3) 人の生命、身体、財産、地位又は生活の保護、犯罪の予防又は捜査その他の情報が含

まれる文書の開示請求があった場合で、当該文書が存在しているか否かを答えるだけで、

公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがある情報を開示することとなるとき。

(4) 特定の試験の出題内容に関する情報その他の監査、検査、取締り又は試験に係る事務

に関する情報が含まれる文書の開示請求があった場合で、当該文書が存在しているか否

かを答えるだけで、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 前各号に規定する場合のほか、文書の存否の事実により特定の情報の存在が明らかに

なる開示請求があった場合で、当該文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情

報を開示することとなるとき。

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等）

第11条 公社は、開示請求に係る文書に開示請求者、国及び地方公共団体並びに公社以外のも

の（以下「第三者」という。）に関する情報が含まれているときは、公社は、開示決定等をす

るに当たって、当該第三者に対し、開示請求に係る意見照会書（様式第 9 号。以下「意見照

会書」という。）により通知して、文書の開示に係る意見書（様式第10号。以下「意見

書」という。）を提出する機会を与えることができる。



- 65 -

情報公開規程

２ 公社は、第三者に関する情報が含まれている文書を開示しようとする場合であって、当該

情報が第8条第 2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき

は、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

３ 公社は、前 2 項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該文書の開示に

反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の

日と開示を実施する日との間に少なくとも２週間を置かなければならない。この場合におい

て、公社は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及

びその理由並びに開示を実施する日を文書の開示決定をした旨の通知書（様式第11号）によ

り通知しなければならない。

（費用負担）

第12条 この規程により文書の写しの交付、図面又は写真の写しの交付その他の物品の供与を

受けるものは、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

２ 前項の費用については、公社の理事長が別に定める。

（異議の申出等）

第13条 開示決定等に不服があるものは、開示決定を知った日の翌日から起算して60日以内

に、公社に対し、書面により異義の申出をすることができる。

２ 公社は、異義の申出があったときは、遅滞なく必要な措置を講ずるとともに、書面により

回答するものとする。

（鳥取県知事への説明等）

第14条 公社は、鳥取県知事から必要と認める文書の閲覧、公社の役職員に対する意見聴取等

を求められた場合には、これらに応じるものとする。

（文書の管理）

第15条 公社は、この規程の適性かつ円滑な運用に資するため、文書を適正に管理しなければ

ならない。

（開示請求をしようとするものに対する情報の提供等）

第16条 公社は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができる

よう、公社が管理する文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの

利便を考慮した適切な措置を講じなければならない。

（鳥取県知事による指導等）

第17条 公社は、この規程の実施に関し必要があるときは、鳥取県知事に対し、指導、助言等

を求めるものとする。

（ そ の 他 ）

第 18 条 この規程に定めるもののほか、この規程に実施のため必要な事項は、公社が別に定め

る。
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附 則

１ この規程は、平成12年 10月 1日から施行する

２ この規程の規定は、平成12年 4月 1日以後に作成され、又は取得された文書について適

用する。

附 則

この規程は、平成22年 4月 1日から施行する。

附 則

この規程は、平成25年 3月 28日から施行する。
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公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社個人情報保護規程

施行（平成25年 3月 28日）

（目的）

第１条 この規程は、個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきもの

であることから、公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社（以下「公社」という。）が保

有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、公社の事業の

適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

（定義）

第２条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日

その他の記述等により特定の個人を識別できるもの（当該情報のみでは識別できないが、

他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるも

のを含む。）をいう。

(2) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。

（公社の責務）

第３条 公社は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、この規程に従い個人情報

を適正に取り扱うことにより、実施するあらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるもの

とする。

（利用目的の特定）

第４条 公社は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的（以下「利用目的」とい

う。）をできる限り具体的に特定するものとする。

２ 公社は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理

的に認められる範囲で行うものとする。

（利用目的の制限）

第５条 公社は、あらかじめ本人の同意を得ることなく前条の規定により特定された利用目的

の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとする。

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合については適用しない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す

ることに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事

務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

３ 公社は、前項の規定により利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、その範
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囲を真に必要な範囲に限定するものとする。

（適正な取得）

第６条 公社は、個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、適法かつ適正な

方法で行うものとする。

２ 公社は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報に

ついては取得しないものとする。

３ 公社は、原則として本人から個人情報を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき

(2) 法令に基づく場合

(3) 出版、報道等により公にされているものから取得するとき

(4) 人の生命、身体又は財産の確保のために緊急かつやむを得ないと認められるとき

(5) 所在不明、判断能力が不十分等の事由により、本人から取得することができないとき

（利用目的の通知等）

第７条 公社は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を

除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。

２ 公社は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その

他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載さ

れた当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示

するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合に

は、この限りでない。

３ 公社は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は

公表するものとする。

４ 前３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合については適用しない。

(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財

産その他の権利利益を害するおそれがある場合

(2) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す

ることに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表す

ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

（適正な管理）

第８条 公社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に

保つよう努めるものとする。

２ 公社は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必

要かつ適切な措置を講ずるものとする。

３ 公社は、個人情報の安全管理のために、個人情報を取り扱う職員に対する必要かつ適切な

監督を行うものとする。

４ 公社は、個人情報の適正な取扱いの確保のため、職員に対し、教育研修その他の措置を実

施するものとする。

５ 公社は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、原則として委託契約におい
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て、個人情報の安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要

かつ適切な監督を行うものとする。

（第三者提供の制限）

第９条 公社は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を

第三者に提供しないものとする。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す

ることに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事

務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

２ 公社は、個人情報を第三者に提供する場合には、その範囲を真に必要な範囲に限定するも

のとする。

３ 次に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は、前２項の規定の適用につい

ては、第三者に該当しないものとする。

(1) 公社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委

託する場合

(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合

(3) 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して

利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該

個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ本人に通知

し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき

４ 公社は、前項第３号に規定する利用する者の利用目的又は個人情報の管理について責任を

有する者の氏名又は名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知

し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。

（開示）

第10条 公社は、本人から、当該本人に係る個人情報について、書面又は口頭により、その

開示（当該本人が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含

む。以下同じ。）の申出があったときは、遅滞なく当該個

人情報を開示するものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する

場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。

(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

(2) 公社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

(3) 他の法令に違反することとなる場合

２ 開示は、書面により行うものとする。ただし、開示の申出をした者の同意があるときは、

書面以外の方法により開示をすることができる。

３ 公社は、第１項の規定に基づき申出のあった個人情報の内容の全部又は一部について開示
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しない旨の決定をしたときは，本人に対し、書面により遅滞なくその旨を通知するものとす

る。

（訂正、追加、削除、利用停止）

第11条 公社は、個人情報の開示を受けた者から、書面又は口頭により、開示に係る個人情

報の内容の訂正、追加、削除又は利用停止（以下この条において「訂正等」という。）の申

出があったときは、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続きが定めら

れている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく必要な調査を行い、

その結果に基づき、当該個人情報の内容の訂正等を行うものとする。

２ 公社は、前項の規定に基づき申出のあった個人情報の内容の全部若しくは一部について訂

正等を行ったとき又は訂正等を行わなかったときは、本人に対し、書面により遅滞なくその

旨（訂正等を行ったときはその内容を含む。）を通知するものとする。

（理由の説明）

第12条 公社は、第１０条第３項又は前条第２項の規定により、本人から申し出のあった措

置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措

置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めるものとする。

（開示等の申出手続）

第13条 公社は、第１０条第１項又は第１１条第１項の規定による申出（以下この条におい

て「開示等の申出」という。）を受け付ける方法として次に掲げる事項を定めるものとす

る。

(1) 開示等の申出先

(2) 開示等の申出に際して提出すべき書面の様式その他の開示等の申出の方 式

(3) 開示等の申出をする者が本人又は第３項に規定する代理人であることの確認の方法

(4) 第５項の手数料の徴収方法

２ 公社は、本人に対し、開示等の申出に関し、その対象となる個人情報を特定

するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、公社は、本人が容易か

つ的確に開示等の申出をすることができるよう、当該個人情報の特定に資する情報の提供そ

の他本人の利便を考慮した適切な措置をとるものとする。

３ 公社は、次に掲げる代理人による開示等の申出に応じるものとする。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人

(2) 開示等の申出をするにつき本人が委任した代理人

４ 公社は、開示等の申出の手続きを定めるに当たっては、本人に過重の負担を課するものと

ならないよう配慮するものとする。

５ 公社は、第10条第１項の規定による開示の申出があったときは、当該措置の実施に関し、

手数料を徴収することができる。

６ 公社は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的と認められる

範囲内において、その手数料の額を定めるものとする。

（苦情の対応）

第14条 公社は、個人情報の取扱いに関する苦情に適切かつ迅速に対応するよう努めるととも

に、そのために必要な体制の整備を行うものとする。
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個人情報保護規程

（個人情報保護責任者）

第15条 公社は、この規程の適切な施行その他個人情報の適正な管理に必要な措置を行うた

めに、個人情報保護責任者を置くものとする。

（職員の義務）

第16条 公社の職員又は職員であった者は、業務上知り得た個人情報の内容を第三者に漏え

いし、又は不当な目的のために使用してはならない。

（委任）

第17条 この規程に定めるもののほか、公社が取り扱う個人情報の保護に関し必要な事項は、

理事長が別に定める。

附 則

この規程は、平成25年 3月 28日から施行する。
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セクハラ防止要綱

公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社

セクシュアル・ハラスメント防止要綱

１ 目 的

この要綱は、公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社（以下「公社」という。）の職場に

おけるセクシュアル・ハラスメント行為の防止に関し、必要な事項を定めることにより、職

員が相互に人権を尊重し合う良好な職場環境を確保することを目的とする。

２ 基本理念

(1) 公社の責務

ア 公社は、良好な職場環境確保するため、職場におけるセクシュアル・ハラスメント行

為（以下「セクハラ行為」という。）の未然防止及び排除に努めるものとする。

イ 現にセクハラ行為が発生した場合には、公社は被害者の救済を第一として、誠実にそ

の解決に当たるとともに、必要に応じて再発防止方策を講じるものとする。

この場合において、被害事案に係る苦情相談に当たっては、被害者のプライバシーの

保護に十分留意すること。

(2) 職員の責務

ア 職員は、セクハラ行為は単なる当事者の問題として理解するのではなく、職場全体の

問題並びに人権意識につながる重要な問題であるとの認識に立って、その防止に努める

ものとする。

イ 職員は、職場において現にセクハラ行為が発生していると認めるときは、進んで相談

窓口に相談する等その解決に向け積極的に行動するものとする。

３ 相談体制

(1) 相談員の設置

ア 構 成

職員によるセクハラ行為に関する相談を受けるため、相談員を置く。相談員には事務

局長及び事務局長が任命する女性職員1名があたる。

イ 職 務

相談員の職務は、次のとおりとする。

① 職場におけるセクハラ行為を含めた職場環境全般に対する苦情相談の受付

② 職員によるセクハラ行為に対する苦情相談の内容聴取及び調査

③ 被害者に対する助言指導

④ 加害者に対する指導

⑤ 職場におけるセクハラ防止の意識啓発

⑥ 日常的なセクハラ行為・発言のチｴﾂク
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セクハラ防止要綱

（注）相談員は、相談を受けたときは迅速かつ適切に処理するよう努めること。

(2) 相談方法

① 職員は、前記相談員に対し苦情相談を行うことができる。

② 相談は、直接面接、電話、文書等どの方法でも可能とする。

③ 匿名による相談も可能とする。希望するときは申し出ること。

４ 職員の処分

職員のセクハラ行為により著しい被害を受けた事案が発生した場合又はその必要がある

と認める場合には、速やかに必要な調査を行い、懲戒処分の適否を検討するものとする。

５ 職員の意識啓発

(1) 公社は、研修会の開催、パンフレット配布等を通して、常にセクハラ行為に対する職

員の意識向上及び啓発に努めるものとする。

(2) 公社は、特に新たに職員となった者及び新たに管理監督者になった者に対し、セクハ

ラ行為防止に対する意識の向上に努めるものとする。

附 則

この要綱は、平成21年 5月 27日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年 5月 29日から施行する。
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セクハラ防止要綱

セクハラ行為にかかる相談・苦情への対応フローチャート

｢本人｣ヒアリング

【誤解あるいは和解可能と判断した場合】

事実関係の 相談担当者の仲介による和解

有 無

｢本人｣に説明

社内協議

｢本人｣事情聴取 ｢相手｣事情聴取 ｢周辺｣事情聴取

【懲戒に値しない場合】 【懲戒に値する場合】

判 定

必要に応じて

【就業規則に基づく】

職場環境

回 復

被害者のメ

ンタルケア

被害者の

不利益回復

関係改善

援 助

人事異動 1. 譴責

2. 出勤停止

3. 諭旨解雇

4. 懲戒解雇

人事異動 関係改善援助 ｢本人｣説明 ｢相手｣訓戒

不利益回復

本人・第3者

からの訴え

苦情相談窓口

周辺・ヒアリング相手・ヒアリング本人・ヒアリング

担当者が公社内

部で処理すること

が適当と判断した

場合

【メンバー】

常務理事、事務局長、職員代表

メンタルケア

相手に説明
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建設工事等資格審査委員会運営要領

公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社建設工事等資格審査委員会運営要領

（目的）

第１条 この要領は、公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社（以下「公社」という。）が

発注する修繕（保守・整備）等の建設工事及び業務委託に係る入札参加資格の設定、入札参

加業者の選定等（以下「入札資格設定等」という。）を適正に行うために公社が組織する入

札参加資格審査委員会（以下「審査委員会」という。）について必要な事項を定めることを

目的とする。

（定義）

第２条 この要領において使用する用語の定義は、鳥取県建設工事等の入札制度に関する規

則（平成 19年鳥取県規則第 76号。以下「入札規則」という。）及び鳥取県建設工事執行規

則（昭和 48年鳥取県規則第 66号。以下「執行規則」という。）で使用する用語の例に準ず

る。

（委員会の招集）

第３条 公社は入札資格設定等に係る決定を行おうとするときは、審査委員会を招集し、当該

審査委員会で決定等した事項に基づき、当該入札資格設定等を行うものとする。

（業務）

第４条 審査委員会は、次に掲げる入札資格設定等について審議するものとする。

(1) 入札規則第15条第２項の規定に基づく同条第１項の表に定める方式以外の入札の

方法又は随意契約の方法により契約の相手方を決定する旨の決定

(2) 入札規則第16条の規定に基づく本店の所在地に関する応募条件の設定

(3) 入札規則第17条の規定に基づく格付等級に関する応募条件の設定

(4) 入札規則第18条の規定に基づくその他の応募条件の設定

(5) 入札規則第７条第３項の規定に基づく入札参加制限等の決定

(6) 入札規則第35条の規定に基づく入札参加制限の期間中の取扱いの決定

(7) 入札規則第36条の規定に基づく下請負者の入札参加制限の決定

(8) 前各号に定めるもののほか、公社が入札及び契約を適正に行うために必要な事項

（構成）

第５条 審査委員会は、公社理事長及びその指定する職員 4 名以上の委員もって組織するも

のとする。

ただし、公社理事長が必要と認めたときは、関係職員を出席させることができる。

２ 審査委員会は、公社理事長が招集し、議長となるものとする。

ただし、公社理事長がその職務を行うことが困難なときは、公社理事長の代決権限を

有する者が当該職務を代行する。

３ 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
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（その他）

第６条 審査委員会の庶務は、公社総務班が処理するものとする。

２ その他審査委員会の運営に関し必要な事項は、公社理事長が定めるものとする。

附 則

この要領は、平成28年 9月 1日から施行する。


